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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月 平成18年12月平成19年12月平成20年12月平成21年12月平成22年12月

売上高（千円） 8,027,9638,444,4508,380,9957,913,8806,949,529

経常利益（千円） 1,592,2871,890,1402,042,9261,868,1951,348,613

当期純利益又は

当期純損失（△）（千円）
853,332△2,592,931936,493 45,7642,189,415

純資産額（千円） 11,857,1329,336,36610,079,0249,829,48911,852,268

総資産額（千円） 15,965,41513,982,53414,344,65914,010,21916,083,836

１株当たり純資産額（円） 26,205.5220,556.4922,163.4921,790.5726,274.79

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額(△)

（円）

1,888.24△5,723.392,060.01 100.70 4,853.62

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円）
1,875.79 － 2,058.65 100.70 4,853.62

自己資本比率（％） 74.3 66.8 70.3 70.2 73.7

自己資本利益率（％） 7.5 △24.5 9.6 0.5 18.5

株価収益率（倍） 74.14 △16.18 12.53 337.64 7.60

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
1,890,5602,199,2831,948,9231,781,7081,708,662

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
△553,038△425,172△591,279△175,910△108,887

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円）
41,231 32,419△144,181△291,063△164,223

現金及び現金同等物の期末

残高（千円）
5,078,5686,886,4638,100,5789,416,40810,850,795

従業員数

［外、平均臨時雇用者数］（人）

233

[39]

232

[81]

241

[74]

256

[64]

184

[58]

　（注） １．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権を発行しておりますが、１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月 平成18年12月平成19年12月平成20年12月平成21年12月平成22年12月

売上高（千円） 7,235,6567,879,9307,835,7087,402,5506,489,589

経常利益（千円） 1,721,2432,069,4622,077,1721,981,6381,341,442

当期純利益又は

当期純損失（△）（千円）
1,028,116△2,782,7581,001,75540,5012,124,414

資本金（千円） 4,012,1874,028,8014,035,3764,035,8564,035,856

発行済株式総数（株） 452,467 454,181 454,758 454,790 454,790

純資産額（千円） 12,072,3079,361,71410,169,6339,914,83511,872,613

総資産額（千円） 16,102,87213,926,08714,342,61614,009,13016,073,440

１株当たり純資産額（円） 26,681.0820,612.3022,362.7421,979.7726,319.89

１株当たり配当額

（内１株当たり中間配当額）

（円）

－

(－)

370

(－)

370

(－)

370

(－)

500

(－)

１株当たり当期純利益金額又は

１株当たり当期純損失金額(△)

（円）

2,275.00△6,142.402,203.56 89.12 4,709.52

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益（円）

2,259.99 － 2,202.11 89.12 4,709.52

自己資本比率（％） 75.0 67.2 70.9 70.8 73.9

自己資本利益率（％） 8.9 △26.0 10.3 0.4 17.9

株価収益率（倍） 61.54 △15.08 11.71 381.51 7.84

配当性向（％） － 15 16.79 415.17 10.62

現金及び現金同等物の期末

残高（千円）
－ － － － －

従業員数
［外、平均臨時雇用者数］（人）

170

[35]

169

[65]

175

[68]

188

[60]

184

[58]

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権を発行しておりますが、１株当たり当期純損失であるため

記載しておりません。  
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２【沿革】

平成８年２月 電子商取引における暗号技術による認証業務を目的として、ベリサイン・インク、ＮＴＴグルー

プ３社の出資により東京都港区南青山に資本金5,000万円をもって当社設立

平成８年６月 ウェブサーバ向け電子証明書（サーバＩＤ）発行サービスを開始

平成９年３月 本社を神奈川県川崎市幸区堀川町に移転

平成９年12月 ベリサイン・オンサイト（現　マネージドＰＫＩサービス）開始

平成13年４月 川崎市に電子証明書発行センターを開設

平成14年３月 本店を東京都中央区八重洲に移転

平成14年７月 札幌市に電子証明書発行センターを開設

平成15年11月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

平成17年10月 サイトロック株式会社の株式を取得し、連結子会社とする

平成18年２月 当社100%出資による子会社である株式会社ソートジャパンを設立　

平成20年２月

平成22年12月 

　

連結子会社の株式会社ソートジャパンを日本ジオトラスト株式会社へ商号変更

サイトロック株式会社の全株式を売却し連結子会社より除外　
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（日本ベリサイン株式会社）、連結子会社である日本ジオトラ

スト株式会社から構成されており、インターネット上で安全に情報のやりとりを行うための電子認証サービス、運

用アウトソーシングサービスを主として提供しております。当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事

業にかかわる位置づけは次の通りです。

　

    セキュリティ・サービス事業

当社が提供する事業は、主にＳＳＬサーバ証明書サービス、クライアント認証サービス、その他サービスから構成

されています。

ＳＳＬサーバ証明書サービスでは、インターネット上で活動する顧客企業の実在性証明と、サーバとブラウザ間

の暗号化通信を実現するためのサーバ証明書の発行を行っております。また、当社連結子会社である日本ジオトラ

スト株式会社を通じて、中小企業・個人事業主を主な対象として、簡易な認証による低価格のサーバ証明書発行

サービスを提供しております。

クライアント認証サービスは、電子証明書の発行及び管理業務を当社が代行するマネージドＰＫＩサービス（電

子認証局業務のアウトソーシングサービス）、従来のＩＤ・パスワードに加えて、その都度生成する１回限りのパ

スワードとの二要素の組み合わせにより、さらに強固な認証を実現するＯＴＰ（ワンタイムパスワード）、及びオ

ンラインサービスアクセス時にエンドユーザ固有の行動特性を分析し、通常と異なる不正な行動パターンを検知す

ることでオンライン詐欺を防止する「ＶＩＰ（ＶｅｒｉＳｉｇｎ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）オ

ンライン詐欺検出サービス」などを提供しております。なお、当社は、米国シマンテック・コーポレーションが権利

を有するＰＫＩ関連製品・サービスにつき、日本国及び韓国におけるライセンスを取得し、サービスを提供してお

ります。

その他サービスは、ドメインネームの登録サービス、セキュリティ関連トレーニング、セミナーなどを提供してお

ります。

　

　[事業系統図]

　以上述べた事項を平成22年12月31日現在の事業系統図によって示すと次のとおりです。
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４【関係会社の状況】

　関係会社は次のとおりであります。

会社名 住所 資本金 主要な事業の内容
議決権等の所有
〔被所有〕
割合（％）

関係内容

（親会社）

米国シマンテック・

コーポレーション

米国

カリフォルニア州

マウンテンビュー

８百万米ドル
セキュリティ、スト
レージ、システム管理
ソリューション提供

 〔53.74〕同社サービスの販売

（連結子会社）　

日本ジオトラスト

株式会社

神奈川県

川崎市幸区
 42百万円

低価格ＳＳＬサーバ証
明書の販売

100.00役員の兼任……２名

　

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

 セキュリティ・サービス事業 184 [58]

 ITサービス・マネジメント事業 － [－]

合計 184 [58]

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しています。

２．当連結会計年度において、連結子会社であったサイトロック株式会社が連結の範囲から除外されたことに伴

い、ITサービス・マネジメント事業の従業員数が零となっております。

　

(2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

184[58]   37 才 11ヶ月 　 4 年　4 ヶ月 6,925,800

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しています。

２．平均年間給与には、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりません。なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1)事業環境

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業部門においては、新興国経済の拡大と需要回復を受け、外需主導なが

ら企業業績に緩やかな回復基調が見られました。一方で実体経済においては、デフレの長期化、米国経済の回復鈍化、

欧州の経済危機の影響など景気を下押しする要素があり、中長期的な景気の先行きの不透明感は、依然として払拭さ

れませんでした。

　こうした環境のもと、企業のＩＴ投資は依然として抑制傾向が続いており、新規投資案件の先送りや投資時期の再検

討、既存案件の当初予算の見直しが発生する等、慎重な姿勢が見られます。

　当社グループの事業分野であるネットワーク・セキュリティ市場におきましては、ブロードバンド環境の普及や携

帯電話による電子商取引の増大により、企業活動や個人の生活におけるインターネットへの依存度が高まりました。

スマートフォンなどの端末機器が普及し、ネットワークへのアクセス手段と機会が拡大し、認証のニーズが高まりつ

つあります。かつ、ネットバンキングにおける不正引出し被害の急増やフィッシングサイト数の増大を背景に、イン

ターネットセキュリティに対する需要はますます高まっております。

　このような状況下、昨今の景気の不透明感と、企業の慎重な投資姿勢の影響を大きく受けつつ、当社グループは、電子

認証を核とする様々なサービスの提供を通じて、企業や個人が安心かつ安全にコミュニケーションが行えるインター

ネット社会の発展に努めてまいりました。当社グループの事業分野であるネットワーク・セキュリティ市場において

は、ブロードバンド環境の普及や携帯電話による電子商取引の増大により、企業活動や個人の生活におけるインター

ネットへの依存度が高まりました。かつ、ネットバンキングにおける不正引出し被害の急増やフィッシングサイト数

の増大を背景に、インターネットセキュリティに対する需要はますます高まっており、セキュリティ投資への需要は

底堅いと思われます。

　当連結会計年度における連結業績は、売上高6,949百万円 (前年同期比12.2％減）、営業利益1,327百万円 (同27.9％

減）、経常利益1,348百万円(同27.8％減）、当期純利益2,189百万円（同4,684.1％増）と増益となりましたが、これは

当連結会計年度において、100％子会社であるサイトロック株式会社の、株式譲渡に伴う関係会社株式売却損252百万

円を特別損失として計上する一方、法人税等調整額が利益方向へ増加したためです。

　サイトロック株式会社は当社連結子会社から除外されるため、次期以降、連結売上高に対して減収要因となり、また

同社株式ののれんに係る財務面の影響がなくなります。

 　

(2)業績の概要

　セキュリティ・サービス事業のうち、中核となるＳＳＬサーバ証明書サービスの売上高は前連結会計年度の5,291百

万円から4,586百万円(前年同期比13.3％減）へと減少いたしました。当サービスの需要は底堅く、ＳＳＬサーバ証明

書の発行枚数は維持するものの、競争激化による単価の下落などが影響しました。

　当連結会計年度には、新しくＴｒｕｓｔＳｅａｌの販売を開始しました。ＴｒｕｓｔＳｅａｌには、マルウェアス

キャン（マルウェアなどに感染されていないサイトであることを示す）や、シールインサーチ（検索結果に表示する

ことで、安心してアクセスしてよいウェブサイトであることを示す）といった機能を持たせ、企業認証によってオン

ラインでの信用は高めたいがＳＳＬサーバ証明書による暗号化通信までは求めない層に向けて、販売を開始しまし

た。エンドユーザの認知も向上しつつあり、ベリサインブランドの浸透に寄与しています。

従来のＳＳＬサーバ証明書よりも認証強度の高い「ＥＶ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ Ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ）ＳＳＬ証明

書」の採用について、特にセキュリティ意識の高い金融業界においては、銀行から信用金庫へと普及率がさらに高

まっており、エンドユーザにも浸透しつつあります。ＧｅｏＴｒｕｓｔブランドによる低価格帯、簡易認証サーバ証明

書の販売につきましては、引き続き堅調に推移しております。

　クライアント認証サービスの売上高は前連結会計年度の1,834百万円から1,763百万円（前年同期比3.9％減）とな

りました。当社の顧客企業が社員や取引先等の個人（クライアント）の認証を独自で行い、クライアント証明書の発

行プロセスを当社にアウトソースする、主力の「マネージドＰＫＩサービス」（ＭＰＫＩ）については、企業のＩＴ

投資への慎重な姿勢や、投資の見送り、先送り、価格競争などが売上に影響しました。なお受注については新規案件の

獲得があったほか、金融機関、サービス業、オンラインゲーム業界など非製造業部門からの引き合いも見られるように

なり、ニーズを再確認するものです。

　ＩＤ・パスワード盗難の急増によるインターネット利用における犯罪増加に伴い、従来のＩＤ・パスワードに加え

て、強固な二要素認証を実現するツールであるＯＴＰ（ワンタイムパスワード、電子的に生成する１回限り有効のパ

スワード）、及びオンラインサービスへのアクセス時と、実際のサービス利用時のエンドユーザ固有の行動特性を分

析し、通常と異なる不正な行動パターンを検知することでオンライン詐欺を防止する「ＶＩＰ（ＶｅｒｉＳｉｇｎ 

Ｉｄｅｎｔｉｔｙ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）オンライン詐欺検出サービス（ＦＤＳ）」とも、販売活動が成果を上げ

てきております。ＦＤＳは大手金融機関が導入し、既に稼動しているほか、採用を検討する金融機関も増えておりま

す。ＯＴＰではゲーム業界やモバイルなどでの受注があり、利用者の拡大に継続して注力しております。また流通ＢＭ

Ｓ向け電子証明書発行サービスといった取り組みも継続しております。
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　その他サービスの売上高は、前連結会計年度の297百万円から175百万円（前年同期比41.2％減）となりました。

　当社の子会社であったサイトロック株式会社が提供するＩＴサービス・マネジメント事業について、売上高は、前連

結会計年度の489百万円から424百万円（前年同期比13.3％減）となりました。

　

(3)キャッシュ・フロー

　現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より1,434百万円増加して10,850百万円となりま

した。当連結会計年度における各キャッシュ・フローは以下のとおりです。

　営業活動によるキャッシュ・フローは1,708百万円の収入（前年同期は1,781百万円）となりました。税金等調整前

当期純利益により1,036百万円、減価償却費で342百万円、関係会社株式売却損で252百万円、長期前払費用の減少で291

百万円、前受金の増加で474百万円増加した一方で、法人税等の支払で714百万円減少したこと等によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローの支出は108百万円（前年同期は175百万円）となりました。これは主に、無形固

定資産の取得による支出246百万円があった一方で、子会社株式の売却による収入160百万円があったこと等によるも

のです。

　財務活動によるキャッシュ・フローの支出は164百万円（前年同期は291百万円）となりました。これは主に、配当金

の支払による減少164百万円によるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当社グループの生産業務の内容は、電子証明書発行サービス及びコンサルティングサービスといったサービス業

務であることから、生産実績は販売実績と同一の内容となるため、生産実績の記載を省略しております。

(2）受注状況

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

セキュリティ・サービス事業 7,279,912 101.4 5,296,831 117.0

ＳＳＬサーバ証明書サービス 5,111,793 96.0 3,452,649 117.1

クライアント認証サービス 2,007,290 123.1 1,769,468 118.2

その他サービス 160,828 71.2 74,713 94.2

ＩＴサービス・マネジメント事業 414,762 93.4 - -

合計 7,694,674 100.9 5,296,831 115.1

 （注）　 １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

          ２．当連結会計年度において、連結子会社であったサイトロック株式会社が連結の範囲から除外されたことに

伴い、ＩＴサービス・マネージメント事業の受注残高が零となっております。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

前年同期比（％）

セキュリティ・サービス事業（千円） 6,525,329 87.9

ＳＳＬサーバ証明書サービス（千円） 4,586,233 86.7

クライアント認証サービス（千円） 1,763,932 96.1

その他サービス（千円） 175,163 58.8

ＩＴサービス・マネジメント事業（千円） 424,199 86.7

合計（千円） 6,949,529 87.8

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．総販売実績に対する販売割合が10％以上の相手先はありません。
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３【対処すべき課題】

　クラウドコンピューティングの普及により、ネットワークでやり取りされるデータが増大し、またスマートフォンな

どの端末機器の浸透に伴い、ネットワークへのアクセスの機会が拡大しています。このような環境下、当社グループの

認証と暗号化の技術へのニーズは、今後さらに高まるものと考えます。

　当社グループの主要事業については、既存顧客のニーズをきめ細やかに吸い上げて、いち早く新たなソリューション

を提供すること、また新たな利用分野や顧客層を積極的に開拓すること等により、一層の事業拡大が可能と考えてお

ります。　

　これらの実行により、総合的な情報セキュリティ・サービス・プロバイダーとしての地位を確立し、企業価値を最大

化するため、当社グループは以下の課題に取り組んでまいります。

（1）「認証」をキーワードに、取り組む事業の選択と集中を行い、スピーディに事業を展開してまいります。

（2）目先のビジネスと将来への資産配分を最適なバランスで両立させるため、事業開発機能の強化、管理会計の整備

を引き続き進めてまいります。

（3）激動する市場の中でスピード感のある事業展開を実現するため、優秀な人材の確保を重要視しております。特に、

ＯＪＴや集中研修を通じたミドルクラスの人材育成と業務プロセスの整備に注力してまいります。

（4）米国シマンテック・コーポレーションとの共同開発体制を強化し、日本市場のニーズを開発段階から反映させる

ことで、新規サービス開発力の強化と顧客満足度の向上を実現してまいります。

（5）必要に応じて技術、顧客、人材を擁する企業の買収・提携を積極的に進めてまいります。

（6）当社グループ全体で、質の高い効率的な経営を目指し、コンプライアンス意識の一層の浸透とコーポレートガバ

ナンスのさらなる強化を進めてまいります。

４【事業等のリスク】

　本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のあると考えられる主要なリスクや不確定原因には、以下のようなものがあります。なお、当社グループ（当

社及び当社の子会社）に関するリスクや不確定原因は、以下に限られるものではありませんのでご留意ください。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、その発生の予防及び発生の際の対応に努力する

方針ですが、当社株式等に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載を慎重に検討の上、行われる必要

があると考えられます。　

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、別途明記している場合を除き、本報告書提出日（平成23年３月29日）

において当社グループが判断したものであります。当該事項は、当社グループが一定の前提（仮定）に基づき判断し

た予測、期待、想定、計画、認識、評価等に過ぎず、これらの将来に関する記述は、将来必ずしもそのとおり実現すると

は限らず、また、その前提となった仮定についても現実と異なる可能性があります。

(1) 親会社である米国シマンテック・コーポレーションへの高い依存について 

①　米国シマンテック・コーポレーションの技術、ノウハウ等への依存について

　当社グループの製品及びサービスは、 ＰＫＩに依拠した電子認証技術をはじめ、親会社である米国シマンテック

・コーポレーションが開発・所有する技術、ノウハウ等に高く依存しています（米国シマンテック・コーポレー

ションが開発し、かつ、権利を有する製品及びサービスの売上は、当事業年度の連結売上高の87.6%を占めていま

す）。このため、当社グループの将来にわたる事業の成長、利益率、市場競争力、市場占有率等は、米国シマンテック

・コーポレーションの技術力、技術開発力、市場競争力、電子認証関連サービス及びシステムに対する投資等の動向

により、大きな影響を受ける可能性があります。また、米国シマンテック・コーポレーションとの間のライセンス契

約その他の契約は、当社グループの製品及びサービスの根幹となっており、万が一これらの契約を継続できないこ

ととなった場合、当社グループの事業展開及び業績に極めて大きな悪影響が生じます。　

②　米国シマンテック・コーポレーションとの利益の相反について

　当社は、米国シマンテック・コーポレーションのグループ企業としてのメリットを享受しながら、日本に根付いた

事業展開を図っていく方針です。従いまして、当社と米国シマンテック・コーポレーションおよび米国シマンテッ

クの日本法人との関係が、今後とも友好的に推移するように取り計らって行く所存ですが、必ずしも米国シマン

テック・コーポレーションと当社との利害が一致するとは限りません。今後、当社のコア事業が米国シマンテック

・コーポレーションの事業から除外される可能性もありますし、当社が今後実施を計画している新規の事業展開に

おいて必ずしも米国シマンテック・コーポレーションと当社との利害が一致するとは限りません。また、その他今

後の米国シマンテック・コーポレーションの合併・買収戦略を含む経営戦略・海外事業戦略の内容如何または米

国シマンテック・コーポレーションが第三者に買収された場合のその後の経営戦略・海外事業戦略の如何によっ
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ては、当社の事業展開が重大な影響を受ける可能性があります。　

③　米国シマンテック・コーポレーションへの社内システムの依存について

　当社は、米国シマンテック・コーポレーションが米国で運用するシステムをその重要な構成要素として、当社の経

理関連の社内システムを構築しております。そのため、万が一、自然災害、事故等の要因により、米国シマンテック・

コーポレーションが運用するシステムが正常に稼動しなくなった場合、または米国シマンテック・コーポレーショ

ンが当社の親会社でなくなったことその他の理由により米国シマンテック・コーポレーションが運用するシステ

ムを当社が利用できなくなった場合、財務諸表その他の情報にかかる把握・管理・開示等の適正性及び適時性の確

保を含む当社の社内体制に重大な影響が生じる可能性があります。　

(2) 親会社である米国シマンテック・コーポレーションとの当社株式に関する同意について

　当社と米国ベリサイン・インクは、2002年４月１日付けライセンス基本契約を2003年７月15日付けで一部修正す

る際、「米国ベリサイン・インクが保有している当社株式の議決権保有割合が50％未満になるおそれがあると米国

ベリサイン・インクが合理的に判断した場合は、当社株式の議決権割合の過半数の維持のため、当社が新株を発行

し米国ベリサイン・インクに割り当てることを、米国ベリサイン・インクが当社に随時請求する権利を有するこ

と」を合意しています。このライセンス契約は同内容にて、現在の親会社である米国シマンテック・コーポレー

ションが引き継いでいるものです。ただし、この権利は、法令、及び東京証券取引所、日本証券業協会またはその他の

上場関係機関のその時点における規則に基づく制限に服するものとし、かつ、当社の取締役及び株主総会によって

承認されるべき条件が法律によって定められている場合は、当該条件に服するものとされています。

(3) 親会社である米国シマンテック・コーポレーションが当社の他の株主の利益に反する影響力を行使する可能性が

あることについて

　米国シマンテック・コーポレーションは、平成22年12月31日現在、当社の議決権の53.7%を所有しています。当社

は、通常の業務を米国シマンテック・コーポレーションから独立して営んでおりますが、当社は米国シマンテック

・コーポレーションにとり重要な子会社であり、経営戦略を含む重要な問題については米国シマンテック・コーポ

レーションと協議し、米国シマンテック・コーポレーションに適宜報告を行っております。このような影響力を背

景に、米国シマンテック・コーポレーションは、自らの利益にとって最善であるが、その他の株主の利益とはならな

い行動をとる可能性があります。　

(4) 信頼性の維持について　

　電子認証関連サービスにおいては、サービス提供主体に対する高度の信頼の維持が不可欠となっております。万が

一、サーバＩＤの誤発行、個人・顧客情報の流出、インサイダー取引その他の当社または顧客の内部情報の悪用、コ

ンピュータ・ウィルス、ハッカー、不正侵入等への対応の不徹底などにより、または、実際には発生しなくてもその

ような誤解を受けるような事態が生じた場合など、何らかの理由により当社グループに対する信頼が損なわれた場

合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。　

(5) 公開鍵方式への依拠について　 

　当社グループが提供する電子認証関連サービスは、公開鍵暗号方式に依拠していますが、万が一、公開鍵暗号方式

が前提としている理論が否定された場合には、当社グループが提供する電子認証業務自体に大きな影響を与える可

能性があります。また、公開鍵暗号方式よりも利便性の高い暗号手法の発見、公開鍵暗号方式を侵害できる技術の開

発、公開鍵暗号方式を必要としない、より高性能なコンピュータ・システムの開発等によって、公開鍵暗号方式が不

要または陳腐化する可能性があり、その場合、当社グループの業績に大きな悪影響を与える可能性があります。

(6) サービス・システムの欠陥可能性について　

　当社グループの提供する電子認証関連サービス及びシステム並びにその他当社グループが提供するサービス及び

システムに関しては、検査により欠陥を未然に発見する努力をしておりますが、それらに欠陥がないということは

完全には保証できず、後に欠陥が発見された場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、欠陥に基

づいて損害が生じた場合の補償の範囲については、各契約やＣＰＳ（認証業務運用規程）等により一定の制限を設

けておりますが、そのような制限の有効性が裁判上絶対に認められるという保証は必ずしも存在せず、また、かかる

補償請求が頻発すれば、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 技術革新への対応について

　インターネット及び電子認証技術を含む情報セキュリティ技術の変革の速度と程度は著しく、新たな通信方式、暗

号化・認証技術等が次々に研究、開発されています。こういった状況下では、当社グループ及び当社親会社である米

国シマンテック・コーポレーションの新技術への対応が少し遅れただけであっても、当社グループの提供するサー

ビスが陳腐化し、その結果、競合他社に対する競争力が低下する可能性があります。仮にそのような事態が生じた場
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合、当社の業績に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

(8) システム及びその安全性について

　当社グループの提供する電子認証関連サービス及びシステム並びにその他当社グループが提供するサービス及び

システムは、データ・センター、通信システム及びインターネット等の中断や安全性に対する侵害がないことを前

提としているため、これらのシステムが常時正常に機能しなければ、当社グループに対する信頼が低下し、または当

社グループの業務に支障をきたす可能性があります。たとえば、上記のデータ・センターや通信システム、インター

ネット等が自然災害、事故、アクセスの集中、コンピュータ・ウィルス、ハッカー、不正侵入等により正常に機能しな

くなり、その結果、サービス提供の中断が生じた場合は、当社グループの事業及び業績に悪影響が及ぶ可能性があり

ます。なお、当社グループは、電子認証関連サービスというインターネット上におけるセキュリティを提供する業務

を行っているため、ハッカーや不正侵入の標的になりやすい可能性があります。当社グループは、これらのシステム

の定期的な更新、点検及び監査を行っておりますが、更新・点検・監査により問題が発見された場合は、それに対応

するための支出が発生し、業績に影響を及ぼす可能性があります。他方、当該更新、点検及び監査に手落ちがあれば、

システム上の問題点が看過される可能性があり、この場合、当社グループは重大な責任を負う可能性があります。ま

た、財政上の制約その他の要因により、経年や業務の拡大等に応じて本来必要なシステムの更新・増強を適時に行

えない可能性があり、その場合、システムが正常に機能しなくなり、システムの制約により当社グループの事業展開

が制約され、または当社グループの提供するサービスの競争力が低下するなどの要因により、当社グループの事業

及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

(9) 同業者との競合について

　当社グループのクライアント認証サービスにおけるマネージドＰＫＩサービスにおいては、引き続き高いシェア

を占めていると認識していますが、今後、当該分野における競争の激化その他の理由により、現状のシェアを維持す

ることができなくなる可能性があります。同部門におけるアイデンティティプロテクション（ＶＩＰ）サービスに

おいては、他社と価格を含めた激しい競合状況にありますが、後発参入のメリットを活かし、差別化を実現すること

によりシェアを拡大していく予定です。また、ＳＳＬサーバ証明書の発行事業においては、競争の激化とそれに伴う

価格の低下傾向が続いております。このように、同業者との競合により、当社グループのサービスの売上高が増加せ

ず若しくは減少し、または利益率が減少し、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(10) 特定の事業への依存について

　当社グループは、サーバ証明書の発行事業及び電子認証局業務のアウトソーシングサービス事業への依存度が高

く、両事業の売上高は、当事業年度の連結売上高の87.0%を占めています。当社グループは、新規事業分野への取り組

みも進めておりますが、必ずしも想定通りそれらの新規事業を成長させられるとは限りません。

(11) 企業買収、戦略的提携について

　当社グループは、既存のコア事業を拡大するため、あるいはコア事業を補完する新たな事業への進出等のために、

事業戦略の一環として企業買収や資本・業務提携を含む戦略的提携を行う可能性があります。企業買収や戦略的提

携に際しては十分な検討を行いますが、買収・提携後の組織・制度・営業・運用面での統合作業の遅れ、主要な人

員・顧客の流出、想定されていた相乗効果を期待できないこと等の理由により、事業計画が当初の計画通りに進捗

しない場合には、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。

(12) のれんの償却について

　当社グループは、前記「(11)企業買収、戦略的提携について」に記載のとおり、事業戦略の一環として企業買収を

行っております。企業買収によって連結子会社化した会社の株式取得に伴い、当社グループの連結貸借対照表に、の

れんが計上されることがあります。のれんにつきましては、見積もった期間にわたり償却することといたします。た

だし、買収後の子会社の業績により、その効果が取得時の見積りに基づく期間よりも早く消滅すると見込まれる状

況が発生した場合、のれん残高について相当の減額を行う必要が生じることがあり、当社グループの業績及び財政

状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(13) 投資有価証券の投資先の経営成績や財政状態の悪化等に伴う影響について

　当社グループは、前記「(11)企業買収、戦略的提携について」に記載のとおり、事業戦略の一環として今後資本・

業務提携を行う可能性があります。当社グループが保有する可能性のある投資有価証券は、特定の取引先の公開株

式または非公開株式です。これらの投資有価証券には、投資先企業の業績や財政状態の悪化または投資先が属する

業界の景気動向や経営環境の変化等による価額の下落リスクが内在しています。すなわち、投資有価証券の時価評

価または実質価額が著しく下落した場合の減損処理の実施によって評価損を計上したり、取得価額より低い価額で

の売却を余儀なくされる場合などには、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(14) ストック・オプションの行使による株式の希薄化について

　当社グループは、取締役、監査役、従業員に対しストック・オプションを付与しております。平成22年12月31日現

在、同ストック・オプションの未行使残数は835株であり、発行済株式総数454,790株の0.2%に相当しており、今後権

利行使により発行された株式が売却された場合には、株価に影響を与える可能性があります。

(15) 必要な人材の確保について

　当社は、特に技術部門を中心に、優秀な人材を確保するとともに、必要に応じて、新規に採用し育成していくことが

重要であると考えております。今後、当社が必要とする能力のある人材が流出しまたはこれらの人材を採用できな

いことにより、これらの人材を十分に確保できない場合、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(16) 移転価格税制の適用可能性について

　当社は、当社の親会社である米国シマンテック・コーポレーションが開発し、権利を有する製品・サービス等につ

き、ライセンスを取得しており、その対価として、同社に対し、一定のロイヤルティを支払っております。当該ロイヤ

ルティについては、合理的な基準により決定しておりますが、日米税務当局の判断により、移転価格税制が適用され

る可能性があります。その場合、追徴課税がなされ、税負担が増大し、またはこれに対処するためにロイヤルティが

変更される可能性があります。その場合、当社の業績に重大な影響が生じる可能性があります。

(17) 知的財産権等について　

　当社グループが事業を展開する上で技術、ノウハウ、知的財産等は重要な意味を有するため、これらに対する侵害

予防と保全に関しては細心の注意を払っておりますが、それでもなお侵害、悪用される可能性があります。一方、当

社グループが所有しまたは利用する知的財産権に関して、当社グループまたは当社に製品・サービスのライセンス

を提供している当社の親会社である米国シマンテック・コーポレーションが第三者から訴訟その他の法的手続を

提起され、その結果、損害賠償義務を負い、またはその利用が差し止められる可能性があります。これらの場合、当社

の事業活動に影響を及ぼすことも考えられ、当社の業績に悪影響が及ぶ可能性があります。

(18) 法令による規制について

　現在、当社グループの主要事業である電子認証関連事業について直接的な規制を行う日本国内の法的規制はあり

ません（平成13年４月１日に施行された「電子署名及び認証業務に関する法律」も、当社事業に関し何等の制約を

加えるものではありません）。しかし、今後、新たな法律の制定等により、当社事業が規制される可能性がないとは

いえず、その場合、当社事業が制約を受けまたはこれに対応するために費用が発生する等、当社業績に影響を与える

可能性があります。また、現在、ほとんどの当社グループの製品及びサービスは、米国シマンテック・コーポレー

ションからのライセンスに基づき提供されていますが、これらは米国等関連する国の暗号関連製品・サービスに関

する輸出規制に準拠して当社に提供されています。今後、米国等の輸出管理規制が強化され日本への輸出が規制さ

れた場合、当社グループの事業内容が制限され、あるいは電子認証市場そのものの成長が阻害され、結果的に当社の

業績に大きな影響を与える可能性があります。

(19) 内部統制について

　当社グループは、業務の適正を確保するために必要な内部統制システムの構築に努めておりますが、内部統制が適

切に構築・維持できず、または有効に機能しない場合、当社の業務に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

    米国シマンテック・コーポレーションとのライセンス基本契約

　

　平成22年８月９日付けにて、当社の親会社が米国ベリサイン・インクから米国シマンテック・コーポレーション

へ変更されたことに伴い、当社が米国ベリサイン・インクと締結しておりましたライセンス基本契約は、米国シマ

ンテック・コーポレーションへ引き継がれております。

　

　当社は、米国シマンテック・コーポレーションとの間に以下の概要の契約を締結しております。当社は、米国シマ

ンテック・コーポレーションが開発し、かつ権利を有する製品及びサービスにつき、当該契約に基づき日本及び韓

国国内におけるライセンスを取得しております。当該ライセンスは、ＰＫＩ関連の製品及びサービスについては日

本国内における独占的な権利（韓国国内においては非独占的な権利）です。また、ＰＫＩ関連以外の製品および

サービスについては、当社が他の第三者に優先してライセンス許諾について交渉する権利が認められています。

契約の名称 ライセンス基本契約（Master License Agreement） 

契約年月日 2002年４月１日（その後一部修正）

契約期間 2002年４月１日から2013年７月14日まで（その後の延長は当事者間の合意による）。

契約相手先 米国シマンテック・コーポレーション（国籍：米国）

契約条件の改定

米国シマンテック・コーポレーションの当社議決権株式保有割合が34％を下回った場合、契約

条件の見直しを行い、一定期間内に合意に達しない場合は米国シマンテック・コーポレーショ

ンが一方的に契約条件を改定できる。但し、改定後の条件は、その時点における米国とロシアを

除く先進８カ国に所在する米国シマンテック・コーポレーションのライセンス供与先であっ

て同社が出資を行っていない者に一般的に適用される契約条件に比べ重要な点において不利

なものであってはならないものとする。また当該時点においてそのような契約が存在しない場

合は、2003年７月15日時点において上記のライセンス供与先に一般的に適用されている契約条

件に従い改定される。

当社に付与され

た権利の概要

１．電子証明書の発行等を行う目的で、米国シマンテック・コーポレーションのＰＫＩ関連ソ

フトウェア販売ならびにＣＰＳ等関連書類及び商標を使用する権利

２．米国シマンテック・コーポレーションのＰＫＩ関連ソフトウェアを日本語に翻訳する権

利

３．米国シマンテック・コーポレーションのＰＫＩ関連以外の製品・サービスを提供する権

利についての優先的交渉権。

４．上記１．について、日本及び韓国国内で当社顧客に対し再実施権を設定する権利

対価

ＰＫＩ関連の製品・サービス

売上高に対して種類別に10～15％をロイヤルティとして支払う。

ＰＫＩ関連以外の製品・サービス

製品・サービス毎に都度合意する。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 重要な会計方針及び経営者による見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成さ

れています。当社グループは、特に以下の重要な会計方針が、当社グループの連結財務諸表の作成において使用され

る当社グループの重要な判断と見積りに大きな影響を及ぼすと考えています。

① 収益の認識

　当社グループの売上は主に役務の提供による対価です。電子認証業務についての売上はその役務提供の契約期間

に基づき、経過期間に対応する収益を計上しています。原則として、受注金額をサービス提供期間の月数で按分し、

そのサービスの提供を開始した日の属する月から売上を計上しています。

② 繰延税金資産

　当社グループは、貸借対照表上の資産・負債の計上額と課税所得の計算上の資産・負債との一時差異に関して法

定実効税率を用いて繰延税金資産及び繰延税金負債を計上しています。また、繰延税金資産の回収可能性を評価す

るに際しては、将来の課税所得を十分に検討し合理的に見積っています。将来の課税所得が予想を下回った場合は、

繰延税金資産が減少し、連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。

③ のれん評価
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　当社グループは、のれんの公正価額の見積りや減損判定に当たっては、第三者機関による企業価値評価を参考に、

割引キャッシュ・フロー（ＤＣＦ）方式にて算定しています。この方式では、将来キャッシュ・フロー、割引率、企

業規模リスク値など、多くの見積り・前提を使用しています。これらの見積り・前提は、減損判定や認識される減損

額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(2) 経営成績

① 売上高

　売上高は6,949百万円(前年同期比12.2％減）となりました。セグメント別では、セキュリティ・サービス事業の売

上高は6,525百万円（前年同期比12.1％減）、ＩＴサービス・マネジメント事業の売上高は424百万円（前年同期比

13.3％減）となりました。その主な要因については、「１　業績等の概要」をご参照ください。

② 売上原価

　売上原価は2,326百万円(前年同期比12.1%減)となりました。これは主に、売上高の減少に伴うロイヤルティの減少

によるものであり、売上高に対する売上原価の比率は前年同期の33.4％から33.5％へ0.1ポイント増加しています。

③ 販売費及び一般管理費

　販売費及び一般管理費は3,295百万円となり、前連結会計年度の3,426百万円から131百万円の減少となりました

が、売上高に対する比率はそれぞれ当連結会計年度47.4％、前連結会計年度43.3％と当連結会計年度においては4.1

ポイント増加しています。主要な費用および金額は、給与手当が1,236百万円、前払費用として資産計上したライセ

ンス料の当期償却分240百万円、広告宣伝費199百万円、支払報酬が193百万円等です。以上により、営業利益は1,327

百万円、売上高営業利益率は19.1％となりました。

④ 営業外損益及び当期純利益

　営業外収益は22百万円となりました。主な内容としては、受取利息として9百万円計上しています。以上により、経

常利益は1,348百万円となりました。また、関係会社株式売却損を252百万円計上したこと、法人税等調整額を1,167

百万円計上したこと等により、当期純利益は2,189百万円、売上高当期純利益率は31.5％となりました。

(3) 流動性及び資本の財源

　当社グループの資本の財源は、営業活動によるキャッシュ・フローです。営業活動によるキャッシュ・フローは

1,708百万円の収入となりました。税金等調整前当期純利益により1,036百万円、減価償却費で342百万円、関係会社

株式売却損で252百万円、長期前払費用の減少で291百万円、前受金の増加で474百万円増加した一方で、法人税等の

支払で714百万円減少したこと等によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローの支出は108百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支

出246百万円があった一方で、子会社株式の売却による収入160百万円があったこと等によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローの支出は164百万円となりました。これは主に、配当金の支払による減少164百

万円によるものです。これらの活動の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末より

1,434百万円増加して10,850百万円となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当連結会計年度においては、当社グループのセキュリティ・サービス事業で総額307,423千円の設備投資を実施い

たしました。

主要な設備投資の内容は、自社利用ソフトウエアの開発87,570千円、業務利用ソフトウエアの開発152,971千円であ

ります。

所要資金については、いずれの投資も自己資金にて充当いたしました。

　

　

２【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

 平成22年12月31日現在

事業所名
（所在地）

事業の種類別セ
グメントの名称

設備の内容

帳簿価額 従業員数
［外、平均臨時
雇用者数］
（人）

建物
（千円）

工具、器具
及び備品
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都中央区）

 
セキュリティ・
サービス事業

 

統括業務設備

販売施設
51,50556,439107,944

124

   [28]

川崎データセンター

（神奈川県川崎市幸区）

 
セキュリティ・
サービス事業

 

認証局運営設備 104,381132,163236,545
45

[19]

札幌データセンター

（北海道札幌市中央区）

セキュリティ・
サービス事業

認証局運営設備 84,699146,412231,112
15

[11]

　（注）当社は上記の事業所用建物をいずれも賃借しており、当連結会計年度の賃借料は337,394千円であります。

なお、上記「建物」の金額は、全額建物附属設備であります。

　

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設

該当事項はありません。 

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。 
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,738,656

計 1,738,656

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年３月29日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

　普通株式 454,790 454,790
東京証券取引所

（マザーズ）

　
当社は単元株制度
を採用しておりま
せん。

計 454,790 454,790 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年３月1日からこの有価証券報告書提出日までの旧商法に基づき発行され

た新株予約権の行使（新株引受権の権利行使を含む）により発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　　　

①平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成16年４月16日開催の取締役会決議による旧商法の規

定に基づく新株予約権（第２回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成22年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 244（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 488（注）１，２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 293,500（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年４月19日から

平成23年４月18日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　293,500

資本組入額 146,750
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

被付与者は、新株予約権を譲

渡し、又はこれに担保権を設

定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項   －   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －   －

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から、株式分割又は退職による権利の減少に伴い調整した数を

記載しております。

２.新株予約権の目的となる株式の数の株式分割または株式併合による調整

＜付与株式数の調整式＞

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３.新株予約権の行使時の払込金額の株式分割または株式併合等による調整

　　当社が株式の分割または併合もしくは時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権等の行使による場合を含まない）する場合、次の

算式により発行価額を調整する。但し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

＜発行価額の調整式＞

（株式の分割・併合の場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
1

分割・併合の比率

（時価を下回る価額で新株を発行する場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４.　新株予約権の行使の条件

(1）平成18年４月19日に付与株式数の50％を、その後３ヶ月経過する毎に付与株式数の6.25％を順次追加して行使可能とし、平成20

年４月19日より100％行使可能とする。この場合、新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、端数はその３ヶ月経

過後以後、整数となった段階で行使可能とする。

(2）被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社と被付与者との間

で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を

失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができるものとする。

(3）その他細目については、平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成16年４月16日開催の取締役会決議に基づき、

当社と被付与者との間で締結したストック・オプション契約の定めによるものとする。
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②平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成16年７月21日開催の取締役会決議による旧商法の規

定に基づく新株予約権（第３回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成22年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 1（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　 2（注）１,２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 586,000（注）３ 同左 

新株予約権の行使期間
平成18年７月21日から

平成23年７月20日まで
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　586,000

資本組入額 293,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

被付与者は、新株予約権を譲

渡し、又はこれに担保権を設

定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項   －   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －   －

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から、株式分割又は退職による権利の減少に伴い調整した数を

記載しております。

２.新株予約権の目的となる株式の数の株式分割または株式併合による調整

＜付与株式数の調整式＞

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３.新株予約権の行使時の払込金額の株式分割または株式併合等による調整

　　当社が株式の分割または併合もしくは時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権等の行使による場合を含まない）する場合、次の

算式により発行価額を調整する。但し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

＜発行価額の調整式＞

（株式の分割・併合の場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
1

分割・併合の比率

（時価を下回る価額で新株を発行する場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４.　新株予約権の行使の条件

(1）平成18年７月21日に付与株式数の50％を、その後３ヶ月経過する毎に付与株式数の6.25％を順次追加して行使可能とし、平成20

年７月21日より100％行使可能とする。この場合、新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、端数はその３ヶ月経

過後以後、整数となった段階で行使可能とする。

(2）被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社と被付与者との間

で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を

失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができるものとする。

(3）その他細目については、平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成16年７月21日開催の取締役会決議に基づき、

当社と被付与者との間で締結したストック・オプション契約の定めによるものとする。
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③平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成16年10月19日開催の取締役会決議による旧商法の規

定に基づく新株予約権（第４回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成22年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 10（注）１ 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20（注）１、２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 505,995（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年10月19日から

平成23年10月18日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　505,995

資本組入額 252,998
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

被付与者は、新株予約権を譲

渡し、又はこれに担保権を設

定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項  －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から、株式分割又は退職による権利の減少に伴い調整した数を

記載しております。

２.新株予約権の目的となる株式の数の株式分割または株式併合による調整

＜付与株式数の調整式＞

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３.新株予約権の行使時の払込金額の株式分割または株式併合等による調整

　　当社が株式の分割または併合もしくは時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権等の行使による場合を含まない）する場合、次の

算式により発行価額を調整する。但し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

＜発行価額の調整式＞

（株式の分割・併合の場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
1

分割・併合の比率

（時価を下回る価額で新株を発行する場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４.　新株予約権の行使の条件

(1）平成18年10月19日に付与株式数の50％を、その後３ヶ月経過する毎に付与株式数の6.25％を順次追加して行使可能とし、平成20

年10月19日より100％行使可能とする。この場合、新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、端数はその３ヶ月経

過後以後、整数となった段階で行使可能とする。

(2）被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社と被付与者との間

で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を

失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができるものとする。

(3）その他細目については、平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成16年10月19日開催の取締役会決議に基づき、

当社と被付与者との間で締結したストック・オプション契約の定めによるものとする。
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④平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成17年１月27日開催の取締役会決議による旧商法の規

定に基づく新株予約権（第５回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成22年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 10（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20（注）１、２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 520,000（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年1月27日から

平成24年1月26日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　520,000

資本組入額 260,000
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
被付与者は、新株予約権を
譲渡し、又はこれに担保権
を設定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から、株式分割又は退職による権利の減少に伴い調整した数

を記載しております。

２.新株予約権の目的となる株式の数の株式分割または株式併合による調整

＜付与株式数の調整式＞

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３.新株予約権の行使時の払込金額の株式分割または株式併合等による調整

　　当社が株式の分割または併合もしくは時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権等の行使による場合を含まない）する場合、次の

算式により発行価額を調整する。但し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

＜発行価額の調整式＞

（株式の分割・併合の場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
1

分割・併合の比率

（時価を下回る価額で新株を発行する場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４.　新株予約権の行使の条件

(1）平成19年1月27日に付与株式数の50％を、その後３ヶ月経過する毎に付与株式数の6.25％を順次追加して行使可能とし、平成21年

1月27日より100％行使可能とする。この場合、新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、端数はその３ヶ月経過

後以後、整数となった段階で行使可能とする。

(2）被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社と被付与者との間

で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を

失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができるものとする。

(3）その他細目については、平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成17年１月27日開催の取締役会決議に基づき、

当社と被付与者との間で締結したストック・オプション契約の定めによるものとする。
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⑤平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成17年２月25日開催の取締役会決議による旧商法の規

定に基づく新株予約権（第６回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成22年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 35（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 70（注）１，２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 534,063（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年２月25日から

平成24年２月24日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　534,063 　

資本組入額　267,032
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
被付与者は、新株予約権を
譲渡し、又はこれに担保権
を設定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項  －  － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から、株式分割又は退職による権利の減少に伴い調整した数を

記載しております。

２.新株予約権の目的となる株式の数の株式分割または株式併合による調整

＜付与株式数の調整式＞

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３.新株予約権の行使時の払込金額の株式分割または株式併合等による調整

　　当社が株式の分割または併合もしくは時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権等の行使による場合を含まない）する場合、次の

算式により発行価額を調整する。但し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

＜発行価額の調整式＞

（株式の分割・併合の場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
1

分割・併合の比率

（時価を下回る価額で新株を発行する場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４.　新株予約権の行使の条件

(1）平成19年２月25日に付与株式数の50％を、その後３ヶ月経過する毎に付与株式数の6.25％を順次追加して行使可能とし、平成21

年２月25日より100％行使可能とする。この場合、新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、端数はその３ヶ月経

過後以後、整数となった段階で行使可能とする。

(2）被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社と被付与者との間

で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を

失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができるものとする。

(3）その他細目については、平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議及び平成17年２月25日開催の取締役会決議に基づき、

当社と被付与者との間で締結したストック・オプション契約の定めによるものとする。
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⑥平成17年３月25日開催の第９回定時株主総会決議及び平成17年９月16日開催の取締役会決議による旧商法の規

定に基づく新株予約権（第７回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成22年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 14（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 14（注）１，２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 375,123（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年９月16日から

平成24年９月15日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　375,123 　

資本組入額　187,562
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
被付与者は、新株予約権を
譲渡し、又はこれに担保権
を設定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から、退職による権利の減少に伴い調整した数を記載しており

ます。

　２．新株予約権の目的となる株式の数の株式分割または株式併合による調整

＜付与株式数の調整式＞

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３.新株予約権の行使時の払込金額の株式分割または株式併合等による調整

　　当社が株式の分割または併合もしくは時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権等の行使による場合を含まない）する場合、次の

算式により発行価額を調整する。但し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

＜発行価額の調整式＞

（株式の分割・併合の場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
1

分割・併合の比率

（時価を下回る価額で新株を発行する場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４.　新株予約権の行使の条件

(1）平成19年９月16日に付与株式数の50％を、その後３ヶ月経過する毎に付与株式数の6.25％を順次追加して行使可能とし、平成21

年９月16日より100％行使可能とする。この場合、新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、端数はその３ヶ月経

過後以後、整数となった段階で行使可能とする。

(2）被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社と被付与者との間

で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の取締役、監査役又は従業員たる地位を

失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができるものとする。

(3）その他細目については、平成17年３月25日開催の第９回定時株主総会決議及び平成17年９月16日開催の取締役会決議に基づき、

当社と被付与者との間で締結したストック・オプション契約の定めによるものとする。
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⑦平成17年３月25日開催の第９回定時株主総会及び平成18年１月26日開催の取締役会決議による旧商法の規定に

基づく新株予約権（第８回新株予約権）

区分
事業年度末現在

（平成22年12月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年２月28日）

新株予約権の数（個） 221（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 221（注）１、２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額（円） 400,492（注）３ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年２月３日から

平成25年２月２日まで
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　400,492 　

資本組入額　200,246
同左

新株予約権の行使の条件 （注）４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
被付与者は、新株予約権を
譲渡し、又はこれに担保権
を設定してはならない。

同左

代用払込みに関する事項   －   －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項   －   －

　（注）１．新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、決議された数から、退職による権利の減少に伴い調整した数を記載しており

ます。

　　　　２．新株予約権の目的となる株式の数の株式分割または株式併合による調整

＜付与株式数の調整式＞

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権の行使時の払込金額の株式分割または株式併合等による調整

　　当社が株式の分割または併合もしくは時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権等の行使による場合を含まない）する場合、次の

算式により発行価額を調整する。但し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。

＜発行価額の調整式＞

（株式の分割・併合の場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
1

分割・併合の比率

（時価を下回る価額で新株を発行する場合）

調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

４.　新株予約権の行使の条件

(1）平成20年２月３日に付与株式数の50％を、その後３ヶ月経過する毎に付与株式数の6.25％を順次追加して行使可能とし、平成22

年２月３日より100％行使可能とする。この場合、新株予約権の行使により１株未満の端数が生じるときは、端数はその３ヶ月経

過後以後、整数となった段階で行使可能とする。

(2）被付与者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要す。ただし、当社と

被付与者との間で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社又は当社子会社の取締

役、監査役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができるものとする。

(3）その他細目については、平成17年３月25日開催の第９回定時株主総会決議及び平成18年１月26日開催の取締役会決議に基づき、

当社と被付与者との間で締結したストック・オプション契約の定めによるものとする。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

自平成18年１月１日

至平成18年12月31日

（注）

1,431 452,467 21,2264,012,18721,2254,919,785

自平成19年１月１日

至平成19年12月31日

（注）

1,714 454,181 16,6134,028,80116,6124,936,398

自平成20年１月１日

至平成20年12月31日

（注）

577 454,758 6,5754,035,376 6,575 4,942,973

自平成21年１月１日

至平成21年12月31日

（注）

32 454,790 480 4,035,856 480 4,943,453

（注）　旧商法に基づき発行された新株予約権の行使（新株引受権の権利行使を含む）により、発行済株式総数、資本金及び資本準備金が増加

しております。
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（６）【所有者別状況】

 平成22年12月31日現在

区分

株式の状況
端株の

状　況政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取

引業者
その他の法人

 外国法人等
個人その他 計

 個人以外  個人

株主数（人） 1 6 22 219 46 10 28,098 28,402－

所有株式数
（株） 101 2,519 5,107 21,635263,089 43 162,296454,790    

所有株式数の

割合（％）
0.02 0.56 1.12 4.76 57.85 0.01 35.68 100.00－

（注）自己株式3,701株は、「個人その他」に含まれております。　

 

（７）【大株主の状況】

 平成22年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

米国シマンテック・コーポレーション

アメリカ合衆国 94043 カリフォルニア

州 マウンテンビュー エリス・スト

リート350

242,416 53.30

ドゥチェ　モルガン　グレンフェル　シーア

イ　リミテッド　ジェネラル　クライアント　

アカウント

東京都中央区月島４丁目4-1 6,963 1.53

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ

株式会社
東京都千代田区内幸町１丁目１-６ 6,144 1.35

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシーエム　

クライアント　アカウント　ジェイピーアー

ルデイ　アイエスジー　エフイーエーシー

東京都千代田区丸の内２丁目７－１決

済事業部
6,089 1.33

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコ

ミュニケーションズ
東京都港区新橋６丁目１-11

4,080 0.89

新日鉄ソリューションズ株式会社 東京都中央区新川２丁目20-15 2,641 0.58

松村　康史 京都府京都市左京区 2,000 0.43

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内1丁目６－５

日本生命証券管理部内

1,536 0.33

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3丁目３-３ 1,536 0.33

大日本印刷株式会社 東京都新宿区加賀町1丁目１－１ 1,536 0.33

計 　 274,941 60.45　

（注）１．上記のほか、当社所有の自己株式3,701株（0.81％）があります。

２．上記大株主の状況に記載のある米国シマンテック・コーポレーションの株主名簿上の名義は、ステートスト

リートバンクアンドトラストカンパニーであります。 

　　３．平成22年８月９日に米国ベリサイン・インクは、同社が直接保有している当社の株式242,416株を米国シマンテッ
ク・コーポレーションに譲渡いたしました。このため、米国ベリサイン・インクは、当社の親会社及び主要株主であ
る筆頭株主に該当しないことになりました。また、上記により米国シマンテック・コーポレーションが新たに当社
の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  3,701 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　451,089 451,089 －

端株 － － －

発行済株式総数 普通株式　454,790 － －

総株主の議決権 － 451,089 －

 

②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

日本ベリサイン株式会社
東京都中央区八重洲

二丁目８番１号
3,701 － 3,701 0.81

計 － 3,701 － 3,701 0.81

　（注）　当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法の規定に基づき新株予約権（新株引受

権を含む）を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。

 
　
①　平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会及び平成16年４月16日開催の取締役会決議によるストック
オプション制度

決議年月日 平成16年４月16日

付与対象者の区分及び人数
監査役１名及び従業員28名

（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上　

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　
②　平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会及び平成16年７月21日開催の取締役会決議によるストック
オプション制度

決議年月日 平成16年７月21日

付与対象者の区分及び人数 従業員１名（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上　

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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③　平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会及び平成16年10月19日開催の取締役会決議によるストック
オプション制度

決議年月日 平成16年10月19日

付与対象者の区分及び人数 従業員２名（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上　

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　
④　平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会及び平成17年1月27日開催の取締役会決議によるストックオ
プション制度

決議年月日 平成17年1月27日

付与対象者の区分及び人数 従業員１名（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上　

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　
⑤　平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会及び平成17年２月25日開催の取締役会決議によるストック
オプション制度

決議年月日 平成17年２月25日

付与対象者の区分及び人数 従業員13名（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上　

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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⑥　平成17年３月25日開催の第９回定時株主総会及び平成17年９月16日開催の取締役会決議によるストック
オプション制度

決議年月日 平成17年９月16日

付与対象者の区分及び人数 従業員５名（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上　

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　
⑦　平成17年３月25日開催の第９回定時株主総会及び平成18年１月26日開催の取締役会決議によるストック
オプション制度

決議年月日 平成18年１月26日

付与対象者の区分及び人数
当社　：従業員29名

子会社：取締役２名　　従業員25名（注）３

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております

株式の数 同上　

新株予約権の行使時の払込金額 同上　

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．付与対象者の人数は、取締役会の決議における付与対象者から、平成22年12月31日までに退職により権利を喪失した者及び平成

22年12月31日までに権利を全て行使した者を減じた人数であります。

　２．監査役には、平成21年３月26日開催の第13回定時株主総会をもって退任した役員を含めております。

　３．付与時は子会社従業員であった子会社取締役２名は、子会社取締役として区分しております。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　

会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成23年２月10日）での決議状況
（取得期間　平成23年２月14日～平成23年３月18日）

4,500 200,000,000

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 － －

残存決議株式の総数及び価額の総額 4,500 200,000,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) － －

当期間における取得自己株式 1,425 55,806,850

提出日現在の未行使割合(％) 68.33 72.10

　
（注）当期間における取得自己株式には、平成23年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの取得した株式は含

めておりません。　

　

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株
式

－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を
行った取得自己株式

－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 3,701 － 5,126 －
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３【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な課題として認識しており、当社配当政策は、財務体質の強化と将来

の事業展開に備えた内部留保の充実を図りつつ、各期の経営成績を勘案して配当を行うことを基本としております。

上記方針に基づきまして、当事業年度に係る剰余金の配当を実施いたします。　

 

  当社は、年１回の剰余金の配当（期末配当）を行うことを基本方針としております。

この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。

 

当社は、「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。

 

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

　 決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

　

　
平成23年3月29日

定時株主総会決議
225 500　　
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４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月 平成22年12月

最高（円） 436,000 188,000 91,200 49,800 48,900

最低（円） 119,000 80,600 19,300 21,160 29,750

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

　

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 35,800 35,200 35,500 33,100 34,800 37,550

最低（円） 32,550 30,050 30,700 30,100 29,750 33,000

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。
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５【役員の状況】

 役 名  職 名  氏 名  生年月日  略歴 任期
所　有
株式数
（株）

取締役
代表

取締役
古市　克典 昭和36年５月11日生

昭和60年４月日本電信電話株式会社入社

平成10年11月日本ルーセント・テクノロジー株式会社　経

営企画部　部長

平成12年７月レベルスリー・コミュニケーションズ株式

会社経営企画部　兼　プロダクトマーケティ

ング部　上席部長

平成14年１月リーチ・ネットワークス株式会社に社名変

更（買収のため）　副カントリーマネー

ジャー

平成15年３月ＰＲＴＭマネジメント・コンサルタント

平成19年４月同社　パートナー

平成20年６月当社　社長　兼　最高執行責任者（ＣＯＯ）

平成21年３月

平成21年８月　
当社　代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）

日本ジオトラスト株式会社　代表取締役（現

任）

(注)3　25

取締役  西　　康宏 昭和34年５月８日生

昭和57年４月株式会社日本興業銀行入社

平成11年３月株式会社インターネットイニシアティブ

平成11年６月同社　取締役ＣＦＯ

平成16年７月株式会社オークネット　

平成17年３月同社　取締役経営管理部門長

平成21年３月当社　取締役副社長兼ＣＦＯ（現任）

平成21年８月日本ジオトラスト株式会社　取締役（現任）

　

平成21年12月サイトロック株式会社　取締役　

(注)3　27

取締役  
スコット・

テイラー
昭和39年４月５日生

平成14年１月フェニックステクノロジーズ　ジェネラルカ

ウンシル（最高法務責任者）

平成18年11月 同社　最高管理責任者（CAO）、シニア・バイ

スプレジデント、ジェネラルカウンシル

平成19年２月米国シマンテック　バイスプレジデント

平成20年８月同社　エグゼクティブ・バイスプレジデン

ト、ジェネラルカウンシル、コーポレートセ

クレタリー(現任） 

平成23年３月当社　取締役　(現任） 

(注)3－

取締役  
フランシス・デス

-ザ 
昭和45年12月２日生

平成10年2月 米国マイクロソフト　プロダクトユニットマ

ネージャー

平成13年２月IMロジック・インク　創設者　最高経営責任

者(CEO)

平成18年２月米国シマンテック・コーポレーション　バイ

スプレジデント、エンタープライズメッセー

ジング・マネジメントグループ

平成20年１月同社　シニア・バイスプレジデント、イン

フォメーション・リスクマネジメントグ

ループ

平成21年１月同社　シニア・バイスプレジデント、エン

タープライズ・セキュリティーグループ(現

任)

平成23年３月当社　取締役（現任）

(注)3－
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 役 名  職 名  氏 名  生年月日  略歴 任期
所　有
株式数
（株）

取締役  西山　敏雄 昭和34年７月11日生

昭和59年４月 日本電信電話公社入社（現日本電信電話株

式会社）

平成９年４月 日本電信電話株式会社　情報通信網研究所　

主幹研究員

平成12年４月エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ

株式会社　ビジネスユーザー事業部　担当部

長　

平成17年12月同社　ブロードバンドIP事業部　IPテクノロ

ジー部長　

平成19年７月同社　ネットビジネス事業本部　IPサービス

部長

平成22年６月同社　プラットフォームサービス部長(現

任）

平成23年３月当社　取締役（現任）

(注)3　－

常勤

監査役
 野口　並人 昭和18年６月30日生 

昭和41年４月三菱商事株式会社入社

昭和62年11月ノンフェロスインターナショナルコーポ

レーション 取締役社長

平成６年10月三菱商事株式会社　東京本社 軽金属部長代

行

平成８年７月 エム・シー非鉄株式会社　  東京本社 代表

取締役副社長兼ＣＯＯ

平成12年10月ルビコン株式会社 東京海外営業本部戦略

営業室長

平成13年５月ルビコン アメリカ インク  取締役副社長

兼ＣＯＯ

平成14年12月ルビコン株式会社  取締役

平成18年11月株式会社ジャイダック 執行役

平成19年10月当社　顧問

平成20年３月当社　監査役（現任） 

(注)4－

監査役  藤田　敬司 昭和14年９月14日生

昭和38年４月三井物産株式会社入社

平成４年３月 同社 経理部 決算管理室長

平成８年７月 同社 理事

平成10年６月日本ユニシス株式会社 常勤監査役

平成14年４月立命館大学経営学部 教授

平成15年３月当社 監査役（現任）

平成18年４月立命館大学大学院 経営管理研究科 教授

平成22年３月フジタ国際会計コンサルティング株式会社　

代表取締役（現任）

平成22年４月立命館アジア太平洋大学　客員教授

（現任）

(注)4－

監査役  西尾　秀一 昭和38年10月19日生

昭和63年４月日本電信電話株式会社入社

昭和63年５月エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社

（現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ）

平成14年８月エヌ・ティ・ティ・データ・セキュリティ

株式会社　技術本部コンサルティング部長

平成16年１月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

ビジネス開発事業本部 セキュリティビジネ

スユニット セキュリティビジネス担当部長

平成16年３月当社　監査役（現任）

平成19年12月　株式会社エヌ・ティ・ティ・データ　

ビジネスソリューション事業本部 

データセンタビジネスユニット セキュリ

ティビジネス推進室部長

平成21年4月　 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ　
ビジネスソリューション事業本部 

ネットワークソリューションＢＵ セキュリ

ティソリューション担当（現任）　

(注)4－
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 役 名  職 名  氏 名  生年月日  略歴 任期
所　有
株式数
（株）

監査役  梅野　晴一郎 昭和36年９月1日生

平成元年４月 弁護士登録

東京八重洲法律事務所（あさひ・狛法律事

務所）　

平成６年２月 ニューヨーク州弁護士登録

平成９年１月 あさひ・狛法律事務所パートナー

平成17年４月司法研修所教官（民事弁護）

平成19年４月長島・大野・常松法律事務所パートナー

（現任）

平成22年３月当社　監査役（現任）

(注)5－

    計 －

（注）１．取締役スコット・テイラー、フランシス・デス-ザ、西山敏雄は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役全員は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

３．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。尚、平成23年３月29日開催の第15回定

時株主総会で取締役に選任されております。

４．選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。尚、平成20年３月21日開催の第12回定

時株主総会で監査役に選任されております。

５．任期は、平成23年12月期に係わる定時株主総会の終結の時までであります。尚、平成22年３月25日開催の第14回定時株主総会で監査役

に選任されております。　
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】　

　

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞

　　当社は「ネットワークそのものが、新しい価値を生み出す社会」の実現を経営ビジョンに掲げ、「いつでも」「どこ

でも」「誰でも」が、「安心」「安全」にコミュニケーションができるインターネットインフラストラクチャーの提

供を通じて、インターネット社会の発展と安全を支えることを使命としています。この理念のもと、継続的な事業成長

を通じて企業価値を増大していくことが、株主、顧客、従業員など全てのステークホルダーに対する責任を果たし、社

会に貢献するものと考えております。

　　また、企業価値を継続的に増大させるためには、コーポレート・ガバナンスの整備と強化が最重要課題のひとつであ

ると認識しております。

　

(1) 企業統治の体制

①企業統治の体制の概要

  当社の取締役会は提出日現在、取締役５名（うち３名が社外取締役）および監査役４名（全員が社外監査役）で

構成され、法令および社内規程に従い、経営方針等の重要な意思決定を行うとともに、業務執行取締役が必要に応じ

て業務執行報告を行うことにより、適切な業務執行監督を行なっております。また、当社は、より客観的かつ適切な

業務執行監督を実現するために、監査役会制度を採用しております。

その他に業務執行をサポートする機関として経営会議、リスク管理委員会、セキュリティ委員会を設置しており

ます。

　取締役会は、年間最低５回（四半期毎）の開催と必要に応じた臨時取締役会により、経営に関する重要事項につい

て意思決定を行うと共に、業務執行取締役が業務執行状況の報告を随時行うことで経営の監督を行っております。

また、業務執行取締役、幹部従業員および常勤監査役で構成する経営会議を設置し、原則として毎週1回開催して

おります。業務執行取締役は、経営会議での審議を踏まえ、取締役会から委譲を受けた範囲内で適正に業務を執行す

ることとしております。

一方で、適切な業務執行を担保する目的から、①業務執行取締役、内部監査室を中心に構成するリスク管理委員会

を必要に応じて開催し、重要な業務執行および社内に内在するリスクに関する評価を行っており、②業務執行取締

役、情報セキュリティ部門を中心に構成するセキュリティ委員会を原則として毎月1回開催し、情報セキュリティに

特化した観点から、内在するリスクに関する評価を行っております。

　監査役会は、原則として毎月１回開催し、監査役会で決定した監査方針、監査計画、監査業務の分担に基づき、取締

役の業務執行等の監査を行うとともに、それぞれの専門的な視点とコンプライアンスの観点から業務執行の監視を

行っております。特に常勤監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、職務遂行上適宜必要な助

言を行っております。

　

②企業統治の体制を採用する理由

　　当社は経営の監督と執行の適切化の推進を目的に、社内組織、規程、制度ならびにこれらの運用の継続的な見直しを

行い、収益性及び財務・経営基盤の安定性を高め、コンプライアンス、ガバナンスを重視した透明性の高い経営の強

化に取り組んでまいります。

　

③内部統制システム及びリスク管理体制に関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は内部統制システムの整備に関して、以下の方針に従い取り組んでおります。また、当社は米国シマンテック

・コーポレーションの重要な子会社として、米国企業改革法（サーベンス・オクスリー法）の適用を間接的に受け

ることから、米国シマンテック・　コーポレーション同様に、内部統制の整備も進めております。

　当社は取締役会で以下の内容の「取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制その他会社の業務の適正を確保するための体制」を決議しております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.行動規範の周知徹底を継続して行うと共に、コンプライアンス・マニュアルを整備し、法令、定款、社内規則及

び社会通念等、職務の執行にあたり遵守すべき具体的な事項についての理解を深め、コンプライアンス違反を未

然に防止する体制を構築する。

b. 社長をコンプライアンス担当役員とし、法務部をコンプライアンス担当事務局とする。コンプライアンス担

当事務局は、行動規範及びコンプライアンス・マニュアルに関する研修を実施する。

c. 公益通報者保護規程により、公益通報者保護法への対応を図り、コンプライアンス担当役員および常勤監査

役が通報窓口となっているコンプライアンス・ホットラインを活用し、コンプライアンスに対する相談機能を

強化する。

　

2.取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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文書情報管理規程をはじめとした各種社内規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に係る情報を保存し、

管理する。

　

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a. 当社全体のリスクの把握、評価、対策案の策定を実施するために、社長直属の組織として、リスク管理委員会

を設置する。

b. リスク管理委員会は、当社のリスク管理を組織的に行うことを目的とし、リスク管理規程を定め、個々のリス

クはそれぞれの部署で責任を持って対応し、全社対応を必要とするリスク及び組織横断リスクについては、リス

ク管理委員会で協議の上、対応責任部署を決定するよう、リスク管理体制を明確化する。

c. 情報システムに対する不測事態については、「情報セキュリティポリシー」及び「インシデント・レスポン

ス・スタンダード」に従い、被害及び損失を最小限にする体制を整備する。

　

4.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a. 取締役会が業務執行取締役の業務執行を監督することにより、経営の監督と業務執行の有効な監視を図り、

取締役会が効率的に経営の監督を行うことができる体制を構築する。

b. 重要な業務執行に際しては、業務執行取締役および幹部社員で構成される経営会議にて事前協議を行い、慎

重な意思決定を行う。

c. 職務権限規程に基づく適正な権限の配分及びその他の社内規則に基づく意思決定プロセスを通じ、効率的な

職務の執行体制を確保する。

d. 経営管理システムを整備し、予算管理の徹底と適切な運用を通じ、業績管理を行う。

　

5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a. グループとしての行動規範を定め、グループ全体としてのコンプライアンス体制の構築に努める。

b. 子会社に対し、必要に応じて当社の規程、マニュアル類を提供すると共に研修を行う。

c. 職務権限規程および業務分掌規程に従い、子会社毎に責任者を定め、適切な管理を行う。

d. 子会社にも、当社のコンプライアンス・ホットラインを利用可能とすることで、子会社のコンプライアンス

相談窓口として機能させる。

e. グループ間の取引は、法令、会計原則、税法等に照らして適切なものとなるよう、必要に応じ弁護士、会計監査

人、税理士等と緊密な連携をとる。

　

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役から職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、監査役の職務を補助すべき使用人を監査

役会の承認を得て選任する。

　

7.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人を選任した場合は、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒について、監査役会

の事前の同意を得るものとする。

　

8.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

a. 取締役及び使用人が、法令、定款、行動規範その他の社内規則への違反を知った場合、行動規範に従い、常勤監

査役に報告する。

b. 部門の責任者は、担当する部門の業務執行状況について、常勤監査役の指示に従い、定期的に監査役会で報告

する。

　

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役が、代表取締役社長、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、効果的な監査業務の遂行を

図る。

　

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社は、反社会勢力の排除に向け、役職員全員が順守すべき行動規範に「反社会勢力への関与の禁止」を明記

し、一切の関係を遮断するとともに、下記のような内容を具体的な対応指針としてコンプライアンス・マニュア

ルを整備、社内の通報窓口となっているコンプライアンス・ホットラインを設けるなど、運用の強化に努めてお

ります。　

a.反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種

社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引

を解消する。

b.総務部を中心に反社会的勢力対応のための、情報の一元管理・蓄積を行う。また、役員及び使用人が基本方針
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を遵守するよう教育体制を構築すると共に、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し、周

知を図る。

c.反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事

の際の協力体制を構築する。

　

④責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を

限定する契約締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は1,000,000円または法令が定める額の

いずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の

原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

　

（2）内部監査及び監査役監査の状況

①内部監査

　当社、業務執行部門とは独立した立場で内部監査を実行する内部監査部門として内部監査室を設置し、２名の人員

にて、常勤監査役と密接に連絡を取りながら、効果的な内部統制の確立とコンプライアンスの徹底を目的とした内

部監査を、内部監査計画書に基づき行っております。 

②監査役監査

　監査役監査につきましては、監査役会で監査方針、監査計画、監査業務の分担及び監査の方法を決定し、社内規程及

び法令の遵守状況並びに業務の妥当性等について監査を実施すると共に、取締役会、経営会議等の重要な会議には

常勤監査役が出席し、業務の執行を監視しております。会計監査人とは、年度の監査計画の決定に際し、会計方針の

変更、監査方針、重点監査項目の特定など会計監査人と十分な意見交換を行い、適正な監査を目指しております。ま

た、四半期決算毎に、会計監査人から報告を受け、必要に応じて意見交換会を設け、相互に連携して監査業務を行っ

ております。

 

（3）会計監査の状況

①当社は会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、金融商品取引法及び会社法に基

づく会計監査を受けております。業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりです。

　 業務を執行した公認会計士 金子能周、関口男也 　

　 所属監査法人 有限責任 あずさ監査法人  　

　 監査業務にかかる補助者      公認会計士２、会計士補１、その他６名 　

②会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合のほか、独立性及び審

査体制その他の職務の実施に関する体制を特に考慮し、監査役会の同意を得たうえで、解任または不再任の決定を

行う方針です。
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（4）役員報酬

①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

　

役員区分
報酬等の総額　

（千円）

報酬等の種類別の総額 対象となる

役員の員数

（名）　　基本報酬（千円） 　ストックオプション

 取締役（社外取締役を除く） 67,000 67,000 －　 2

 監査役（社外監査役を除く） － － － －

 社外役員 18,250 18,250 － 5

　

②役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。

　

③役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

全取締役の報酬限度額は、年額３億円以内であります。（平成16年３月26日開催の第８回定時株主総会決議）

全監査役の報酬限度額は、年額２千万円以内であります。（平成10年３月20日開催の第２回定時株主総会決議）

　

（5）社外取締役及び社外監査役との関係

①社外取締役

　西山敏雄氏は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のプラットフォームサービス部長を務めてお

り、長年にわたり情報通信技術に携わっており、その豊富な経験と専門的知識から、当社事業にかかわる重要な情報

または助言を得ることができると判断したため選任致しました。なお、同社は当社の大株主であり、当社とは取引関

係にあります。

　スコット・テイラー氏は、米国シマンテック・コーポレーションのエグゼクティブ・バイスプレジデント及び

ジェネラルカウンシルを務めており、当社事業にかかわる重要な情報または助言を得ることができると判断したた

め選任致しました。なお、同氏は、現在当社の特定関係事業者（親会社）である米国シマンテック・コーポレーショ

ンの業務執行者であります。

　フランシス・デスーザ氏は、米国シマンテック・コーポレーションのシニア・バイスプレジデント、エンタープラ

イズ・セキュリティ・グループを務めており、当社事業にかかわる重要な情報または助言を得ることができると判

断したため選任致しました。尚、同氏は、現在当社の特定関係事業者（親会社）である米国シマンテック・コーポ

レーションの業務執行者であります。

　

②社外監査役

　野口並人氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を有しております。この経験

を生かし、企業運営に係わる高い見識から監査役としての役割を果たすことができると判断したため選任致しまし

た。　

　藤田敬司氏は、立命館アジア太平洋大学　客員教授及びフジタ国際会計コンサルティング株式会社の代表取締役を

務めるなど長年にわたり会計の専門家、経営管理業務に携わっており、同分野における豊富な経験と専門的知識を

有しております。この経験を生かし、専門的見地から監査役としての役割を果たすことができると判断したため選

任致しました。尚、同氏は会計および経営管理に関する豊富な経験と専門的知識のみならず、独立した立場から当社

大株主以外の株主及び投資家からの信頼性を確保するための客観的独立性も有していると判断したため、取締役会

での審議、承認を経て、独立役員に選任致しました。

　西尾秀一氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ　ビジネスソリューション事業本部ネットワークソリューショ

ンBU営業担当兼　セキュリティソリューション担当部長を務めるなど長年にわたり情報セキュリティ業務に携わっ

ており、同分野における豊富な経験と専門的知識を有しております。この経験を生かし、専門的見地から監査役とし

ての役割を果たすことができると判断したため選任致しました。

　梅野晴一郎氏は、日・米における弁護士として長年にわたり企業法務に携わっており、同分野における豊富な経験

と専門的知識を有しております。この経験を生かし、専門的見地から監査役としての役割を果たすことができると

判断したため選任致しました。

　

（6）取締役の定数

当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。

　

（7）取締役の選任

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもって行う。また取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定め
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ております。

　

（8）株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議案件について、議決権を行使することができる株主の

３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株

主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであ

ります。

　

（9）株主総会の決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項

①自己株式取得の決定機関

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、機動的な資本政策を遂行するため、取締役会の決議によって、市場取

引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

②中間配当の決定機関

　当社は、会社法第454条第５項の規定により、株主への安定的な利益還元を実施するため、取締役会の決議によっ

て、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

③取締役及び監査役の責任限定

　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発

揮できるようにするため、取締役会の決議によって、取締役または監査役（取締役または監査策であった者を含

む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

　

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

監査証明業務に基づく
報酬（千円）

非監査業務に基づく報
酬（千円）

提出会社 41,250 26,150 39,750 22,500

連結子会社 5,700     - 5,500     -

計 46,950 26,150 45,250 22,500

（注）当社の子会社でありましたサイトロック株式会社については、所有株式の全てを売却したため、当連結会計

年度末において連結の範囲から除外しております。よって、監査証明業務に基づく報酬につきましては、当連結会計

期間の監査報酬を記載しております。　

　

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前連結会計年度）　

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては当社認証局の運用状況に

関する保証業務をあずさ監査法人に委託しております。

（当連結会計年度）　

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては当社認証局の運用状況に

関する保証業務を有限責任 あずさ監査法人に委託しております。

　

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業規模、業務の特性、監査時間等を総合的に

勘案したものであります。　
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前連結会計年度（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

 　なお、前事業年度（平成21年1月1日から平成21年12月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成22年1月1日から平成22年12月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年１月１日から平成21年12月

31日まで）に係る連結財務諸表、並びに前事業年度（平成21年１月１日から平成21年12月31日まで）に係る財務諸表

について、あずさ監査法人により監査を受け、当連結会計年度（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）に係

る連結財務諸表並びに当事業年度（平成22年１月１日から平成22年12月31日まで）に係る財務諸表については、有限

責任 あずさ監査法人により監査を受けております。　

　なお、従来から当社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日を

もって有限責任 あずさ監査法人となりました。

　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機

構へ加入し、会計基準等の新設及び変更に関する情報を収集しております。　
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,416,172 9,849,961

有価証券 1,000,235 1,000,834

売掛金 165,801 156,999

貯蔵品 61,957 47,047

未収入金 － 406,599

繰延税金資産 1,402,538 2,024,873

その他 431,442 367,309

貸倒引当金 △3,800 △4,791

流動資産合計 11,474,345 13,848,833

固定資産

有形固定資産

建物 537,109 537,081

減価償却累計額 △259,015 △296,494

建物（純額） 278,094 240,586

工具、器具及び備品 1,453,367 1,408,042

減価償却累計額 △1,017,987 △1,072,248

工具、器具及び備品（純額） 435,380 335,794

有形固定資産合計 713,475 576,381

無形固定資産

のれん 377,387 －

商標権 3,154 －

ソフトウエア 392,261 425,665

その他 3,067 1,686

無形固定資産合計 775,870 427,351

投資その他の資産

投資有価証券 23,100 －

長期前払費用 725,895 432,484

差入保証金 290,121 264,480

繰延税金資産 6,411 533,305

その他 1,000 1,000

投資その他の資産合計 1,046,527 1,231,270

固定資産合計 2,535,873 2,235,003

資産合計 14,010,219 16,083,836
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年12月31日)

当連結会計年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 62,117 38,656

未払金 296,972 323,721

未払法人税等 391,067 16,888

前受金 3,092,582 3,560,972

賞与引当金 124,216 110,054

その他 213,774 165,274

流動負債合計 4,180,730 4,215,567

固定負債

訴訟損失引当金 － 16,000

固定負債合計 － 16,000

負債合計 4,180,730 4,231,567

純資産の部

株主資本

資本金 4,035,856 4,035,856

資本剰余金 4,943,453 4,943,453

利益剰余金 978,178 3,000,691

自己株式 △127,732 △127,732

株主資本合計 9,829,756 11,852,268

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △266 －

評価・換算差額等合計 △266 －

純資産合計 9,829,489 11,852,268

負債純資産合計 14,010,219 16,083,836
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 7,913,880 6,949,529

売上原価 2,646,476 2,326,762

売上総利益 5,267,403 4,622,766

販売費及び一般管理費 ※1
 3,426,827

※1
 3,295,606

営業利益 1,840,576 1,327,159

営業外収益

受取利息 25,620 9,648

為替差益 488 2,785

雑収入 1,579 9,719

営業外収益合計 27,688 22,153

営業外費用

雑損失 69 700

営業外費用合計 69 700

経常利益 1,868,195 1,348,613

特別利益

投資有価証券売却益 1,082 －

前期損益修正益 ※2
 3,325 －

特別利益合計 4,407 －

特別損失

訴訟損失引当金繰入額 － 16,000

関係会社株式売却損 － ※7
 252,371

固定資産除却損 ※3
 1,675

※3
 43,335

前期損益修正損 ※4
 710 －

固定資産譲渡損 ※5
 56,225 －

減損損失 ※6
 962,991 －

特別損失合計 1,021,602 311,706

税金等調整前当期純利益 851,000 1,036,906

法人税、住民税及び事業税 736,525 14,578

法人税等調整額 68,710 △1,167,087

法人税等合計 805,235 △1,152,508

当期純利益 45,764 2,189,415
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,035,376 4,035,856

当期変動額

新株の発行 480 －

当期変動額合計 480 －

当期末残高 4,035,856 4,035,856

資本剰余金

前期末残高 4,942,973 4,943,453

当期変動額

新株の発行 480 －

当期変動額合計 480 －

当期末残高 4,943,453 4,943,453

利益剰余金

前期末残高 1,100,674 978,178

当期変動額

剰余金の配当 △168,260 △166,902

当期純利益 45,764 2,189,415

当期変動額合計 △122,495 2,022,512

当期末残高 978,178 3,000,691

自己株式

前期末残高 － △127,732

当期変動額

自己株式の取得 △127,732 －

当期変動額合計 △127,732 －

当期末残高 △127,732 △127,732

株主資本合計

前期末残高 10,079,024 9,829,756

当期変動額

新株の発行 960 －

剰余金の配当 △168,260 △166,902

当期純利益 45,764 2,189,415

自己株式の取得 △127,732 －

当期変動額合計 △249,268 2,022,512

当期末残高 9,829,756 11,852,268
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △266

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△266 266

当期変動額合計 △266 266

当期末残高 △266 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 － △266

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△266 266

当期変動額合計 △266 266

当期末残高 △266 －

純資産合計

前期末残高 10,079,024 9,829,489

当期変動額

新株の発行 960 －

剰余金の配当 △168,260 △166,902

当期純利益 45,764 2,189,415

自己株式の取得 △127,732 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △266 266

当期変動額合計 △249,535 2,022,779

当期末残高 9,829,489 11,852,268
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 851,000 1,036,906

減価償却費 382,409 342,891

減損損失 962,991 －

のれん償却額 68,991 23,964

商標権償却 556 556

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,282 △14,162

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,655 990

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － 16,000

受取利息 △25,620 △9,648

為替差損益（△は益） △1,095 1,164

固定資産除却損 1,675 43,335

関係会社株式売却損益（△は益） － 252,371

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,082 －

固定資産譲渡損益（△は益） 56,225 －

売上債権の増減額（△は増加） 104,386 △57,317

貯蔵品の増減額（△は増加） 3,870 14,909

前払費用の増減額（△は増加） △20,949 9,882

長期前払費用の増減額（△は増加） 172,223 291,067

その他の資産の増減額（△は増加） △21,396 △6,793

買掛金の増減額（△は減少） △64,551 △15,733

未払金の増減額（△は減少） △73,660 30,897

未払費用の増減額（△は減少） 37,131 △15,229

未払消費税等の増減額（△は減少） 48,180 9,004

前受金の増減額（△は減少） △192,057 474,443

その他の負債の増減額（△は減少） 7,300 △16,439

小計 2,298,156 2,413,060

利息及び配当金の受取額 28,472 10,223

法人税等の支払額 △544,921 △714,622

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,781,708 1,708,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △60,746 △75,025

無形固定資産の取得による支出 △140,648 △246,108

敷金及び保証金の回収による収入 24,401 25,640

投資有価証券の売却による収入 1,082 26,412

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ ※2
 160,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,910 △108,887
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 960 －

自己株式の取得による支出 △127,732 －

配当金の支払額 △164,291 △164,223

財務活動によるキャッシュ・フロー △291,063 △164,223

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,095 △1,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,315,829 1,434,386

現金及び現金同等物の期首残高 8,100,578 9,416,408

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 9,416,408

※1
 10,850,795
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【継続企業の前提に関する事項】

　該当事項はありません。
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　 ２社

連結子会社の名称

　　　サイトロック株式会社

　　　日本ジオトラスト株式会社

連結子会社の数　　　　 １社

連結子会社の名称

　日本ジオトラスト株式会社

　なお、サイトロック株式会社につい

ては、所有株式の全てを売却したた

め、当連結会計年度末において連結の

範囲から除外しております。　

２．持分法の適用に関する事

項

該当事項はありません。 同　左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一

致しております。

同　左

４．会計処理基準に関する事

項

  

（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は主として移動平

均法により算定）を採用しておりま

す。

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同　左

　 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同　左

 ②　たな卸資産

貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

薄価切下げの方法）により算定してお

ります。

　

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第

９号　平成18年７月５日公表分）を適用

しております。

　なお、この変更による影響は軽微であ

ります。

②　たな卸資産

貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

薄価切下げの方法）により算定してお

ります。

　

（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産は、旧定額法によっておりま

す。

　平成19年４月１日以後に取得した有形

固定資産については定額法によってお

ります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建　　　　　　物 ３～22年

工具、器具及び備品 ２～20年

①　有形固定資産（リース資産を除く）

同　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

 ②　無形固定資産（リース資産を除く）

商標権

　定額法（10年）

 ②　無形固定資産（リース資産を除く）

商標権

同　左　

　 自社利用ソフトウェア

　社内における利用可能期間(５年)に基

づく定額法

自社利用ソフトウェア

同　左

　 ③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引については、引続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

を適用しております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。　

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権につきましては貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につき

ましては、個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同　左

 ②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。

②　賞与引当金

同　左

 ────── ③　訴訟損失引当金

　現在係争中の訴訟案件について、将来

発生する可能性のある損失に備えるた

め、その経過等の状況に基づく損失見込

額を計上しております。

(4）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同　左

５．収益の計上基準 　電子認証業務については、その契約期間

に基づき、経過期間に対応する収益を計上

しております。

同　左

６．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産および負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しておりま

す。

同　左

７．のれんの償却に関する事

項

　のれんについては20年間で均等償却を

行っております。

同　左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同　左
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引続き通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。

　これによる影響額は軽微であります。

　──────

────── 　当連結会計年度から「工事契約に関する会計基準」

（企業会計基準第15号（平成19年12月27日））及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第18号（平成19年12月27日））を適用しておりま

す。

　なお、これによる影響額は軽微であります。　

【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

　────── （連結貸借対照表）

　「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度

において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記

しました。

　なお、前連結会計年度末の「未収入金」は44,701千円

であります。
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【注記事項】

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用および金額

は次のとおりであります。　

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費用および金額

は次のとおりであります。　

役員報酬 94,882千円

給与手当 1,264,874 

賞与引当金繰入額 158,863 

支払報酬 191,189 

賃借料 246,246 

広告宣伝費 235,424 

減価償却費 185,666 

ライセンス料 240,000 

のれん償却額 68,991 

貸倒引当金繰入額　 3,305 

　

役員報酬 97,752千円

給与手当 1,236,893 

賞与引当金繰入額 159,488 

支払報酬 193,758 

賃借料 240,067 

広告宣伝費 199,792 

減価償却費 190,785 

ライセンス料 240,000 

のれん償却額 23,964 

貸倒引当金繰入額　 2,572 

　

※２．前期損益修正益

過年度の売掛金入金に係る修正額 170千円

過年度の貸倒引当債権回収に係る

修正額

2,933 

過年度の固定資産計上額に係る修

正額

222 

計 3,325 

　

　　　　　　　　　　　──────

　

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 7千円

工具、器具及び備品 1,515 

ソフトウエア 152　 

計 1,675 

　

建物 1,155千円

工具、器具及び備品 2,680 

ソフトウエア 39,500　 

計 43,335 

　

※４．前期損益修正損

過年度の前受金計上額の修正によるものでありま

す。

　　　　　　　　　　　──────

 

※５．固定資産譲渡損の内容は次のとおりであります。 　　　　　　　　　　　──────

工具、器具及び備品 56,225千円 　

　　

EDINET提出書類

日本ベリサイン株式会社(E05358)

有価証券報告書

 56/104



前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

※６. 当連結会計年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しました。

(1)　減損損失を認識した資産の概要

　　　　用途　：　ＩＴサービス・マネジメント事業

　　　　種類　：　のれん

　　　　場所　：　神奈川県川崎市

　　　　　　　　　　　──────

　

　　(2)　減損損失を認識するに至った経緯

　　　連結子会社サイトロック株式会社について、平成

20年秋の金融危機に端を発する景気後退の影響

及び価格競争が想定以上に進展したことから、従

来の事業計画に沿って事業拡大を図ることが難

しいと判断し、当連結会計年度においてのれんを

回収可能額まで減額し、減損損失を認識しており

ます。

　

　

(3)　減損損失の金額 　

962,991千円     　

(4)　資産のグルーピングの方法

　　　減損会計の適用にあたって事業のセグメントを基

準に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

す最小単位によって資産のグルーピングを行っ

ております。

　

　

(5)　回収可能額の算定方法

　　　当連結会計年度の減損損失の測定につきまして

は、第三者機関による継続支配を前提とした企業

価値評価を参考に割引キャッシュ・フロー（Ｄ

ＣＦ）方式にて算定しております。

　

　

　　　　　　　　　　　──────

　　

※７.　当連結会計年度において、連結子会社でありました

サイトロック株式会社の所有株式全てを売却したた

め、関係会社株式売却損を計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式  （注） 454,758 32 － 454,790

合計 454,758 32 － 454,790

自己株式     

普通株式  （注） － 3,701 － 3,701

合計 －　　 3,701 － 3,701

　

（注）１. 普通株式の発行済株式総数の増加32株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

　　　２. 普通株式の自己株式の増加3,701株は、平成21年11月11日開催の取締役会決議による自己株式の取得であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年３月26日

定時株主総会
普通株式 168 370 平成20年12月31日平成21年３月27日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年３月25日

定時株主総会
普通株式  166 利益剰余金  370平成21年12月31日平成22年３月26日
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当連結会計年度（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 454,790 － － 454,790

合計 454,790 － － 454,790

自己株式                 

普通株式  （注） 3,701 － － 3,701

合計 3,701 － － 3,701

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年３月25日

定時株主総会
普通株式 166 370 平成21年12月31日平成22年３月26日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成23年３月29日

定時株主総会
普通株式  225 利益剰余金  500平成22年12月31日平成23年３月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在） （平成22年12月31日現在）

現金及び預金

有価証券（ＭＭＦ）　

8,416,172

1,000,235　

千円

現金及び現金同等物　 9,416,408千円

現金及び預金

有価証券（ＭＭＦ）　

9,849,961

1,000,834

千円

現金及び現金同等物　 10,850,795千円

※２．　　　　　　　　────── ※２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の売却によりサイトロック株式会社が連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内

訳並びにサイトロック株式会社の株式売却価額と売却

による収入は次のとおりであります。

　 　 　　

流動資産 822,028千円

固定資産 39,541　

流動負債 △62,622　

のれん　 353,423　

株式売却損 △252,371　

サイトロック株式会社

の株式売却価額

　

900,000

　

サイトロック株式会社

現金及び現金同等物

　

△739,805

　

差引：売却による収入 160,194　

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

　ファイナンス・リース取引（借主側） 　ファイナンス・リース取引（借主側）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。 同　左
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（金融商品関係）

当連結会計年度（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

　

　当連結会計年度から「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号（平成20年３月10日））及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号（平成20年３月10日））を適用しており

ます。

　なお、これによる影響額はございません。

　

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定しております。

　

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの

与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに取引先ごとの信用状況を定期的

に把握する体制をとっております。

　有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの資金運用

規程に従い、管理をしております。

　差入保証金は、事業所等の敷金となります。

　営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日です。

　　　

２．金融商品の時価等に関する事項

　

平成22年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次の通りです。なお、事業所の敷金以外の差入保証金100千円については、業務委託契約の保証金のため、時価

を把握することが極めて困難と認められることから、次表には含めておりません。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　 　
連結貸借対照表計上額

(*)
時価(*) 差額 　

（1） 現金及び預金 9,849,961 9,849,961 - 　

（2） 有価証券 1,000,834 1,000,834 - 　

（3） 売掛金 156,999 156,999 - 　

（4） 未収入金 406,599 406,599 - 　

（5） 差入保証金 264,380 173,285 91,095　

（6） 買掛金 △38,656 △38,656 - 　

（7） 未払金 △323,721 △323,721 - 　

（8） 未払費用 △118,943 △118,943 - 　

（9） 未払法人税等 △16,888 △16,888 - 　

（10）未払消費税等 △39,260 △39,260 - 　

(*）負債に計上されているものについては、△で示しています。

　

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1） 現金及び預金、（3）売掛金、並びに(4）未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

 (2） 有価証券

　有価証券の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。

（5） 差入保証金

　敷金については、当該建物の耐用年数の決算日以後の残存年数をリスクフリーレートで割引計

算した時価を表示しております。

（6） 買掛金、（7）未払金、（8）未払費用、（9）未払法人税等、並びに（10）未払消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

　

３．金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　 １年以内 １年超５年以内５年超10年以内 10年超

現金及び預金 9,849,961 -　 - -

売掛金 156,999 - - -

未収入金 406,599 - - -

合計 10,413,560 - - -
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成21年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

株式 23,550 23,100 450

合計 23,550 23,100 450

　

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）
　その他有価証券  

ＭＭＦ 1,000,235

　

３. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券　（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

    　売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度（平成22年12月31日現在）

１．その他有価証券

 種類
連結貸借対照表
計上額（千円）

取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

その他
　　ＭＭＦ

1,000,834 1,000,834 －

合計 1,000,834 1,000,834 －

　　

２. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券　（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

　　　売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませ

んので、該当事項はありません。

同　左 

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

　当社は平成19年８月１日に確定拠出年金制度を導入いた

しました。

同　左

　

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成14年３月

ストック・オプション
平成14年11月

ストック・オプション
平成16年３月

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 取締役３名、従業員36 名 監査役１名、従業員10名
取締役４名、監査役２名、

従業員96 名

ストック・オプション数

 （注）１

普通株式　　5,152株

 （注）２

普通株式　　672株

 （注）２

普通株式　　　2,928株

 （注）２

付与日 平成14年３月20日 平成14年11月15日 平成16年４月19日

権利確定条件  （注）３  （注）３  （注）３
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平成14年３月

ストック・オプション
平成14年11月

ストック・オプション
平成16年３月

ストック・オプション

対象勤務期間  定めはありません。  同　左  同　左

権利行使期間
平成16年3月21日から

平成21年3月20日まで

 平成16年11月18日から

平成21年11月17日まで

平成18年４月19日から

平成23年４月18日まで

 
平成16年３月

ストック・オプション　

付与対象者の区分及び数 取締役２名　従業員２名　　　
取締役２名

従業員５名

取締役２名

従業員６名

ストック・オプション数

 （注）１

普通株式　　　372株

 （注）２
普通株式　　　212株 普通株式　　　222株

付与日 平成16年７月21日 平成16年10月19日 平成17年１月27日

権利確定条件  （注）３  （注）３  （注）３

対象勤務期間  定めはありません。  同　左  同　左

権利行使期間
平成18年７月21日から

平成23年７月20日まで

 平成18年10月19日から

平成23年10月18日まで

平成19年1月27日から

平成24年1月26日まで

 
平成16年３月

ストック・オプション
平成17年３月

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 従業員31名 従業員19名

当社　：取締役１名

        従業員66名

子会社：取締役２名　

監査役１名　

従業員66名

ストック・オプション数

 （注）１
普通株式　　　356株 普通株式　342株 普通株式　857株

付与日 平成17年２月25日 平成17年９月16日 平成18年２月３日

権利確定条件  （注）３  （注）３  （注）４

対象勤務期間  定めはありません。  同　左  同　左

権利行使期間
平成19年２月25日から

平成24年２月24日まで

 平成19年９月16日から

平成24年９月15日まで

平成20年２月３日から

平成25年２月２日まで

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．平成15年５月13日付けで１株を２株、平成16年２月20日付けで１株を４株、平成16年８月20日付けで１株を２

株に株式分割を行っております。このため株式分割前の付与分は、株式分割後の株式数に換算しております。

３．被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、当

社と被付与者との間で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の

取締役、監査役又は従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができ

るものとします。
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４．被付与者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

します。ただし、当社と被付与者との間で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した

場合に限り、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利の

全部又は一部を行使することができるものとします。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成14年３月

ストック・オプション
平成14年11月

ストック・オプション
平成16年３月

ストック・オプション

 付与日 平成14年３月20日 平成14年11月15日 平成16年４月19日

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 324 64 544

権利確定 － － －

権利行使 － 32 －

失効 324 32 32

未行使残 － － 512
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平成16年３月

ストック・オプション　

 付与日 平成16年７月21日 平成16年10月19日  平成17年１月27日

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 2 22 20

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 2 22 20

 
平成16年３月

ストック・オプション
平成17年３月

ストック・オプション

 付与日 平成17年２月25日 平成17年９月16日  平成18年２月３日

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 76 14 341

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 2 － 102

未行使残 74 14 239
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②　単価情報

 
平成14年３月

ストック・オプション
平成14年11月

ストック・オプション
平成16年３月

ストック・オプション

 付与日 平成14年３月20日 平成14年11月15日 平成16年４月19日

権利行使価格　　　　　　（円） 28,125 30,000 293,500

行使時平均株価　　　　　（円） － 37,650 －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

 
平成16年３月

ストック・オプション

 付与日 平成16年７月21日 平成16年10月19日  平成17年１月27日

権利行使価格　　　　　　（円） 586,000 505,995 520,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

 
平成16年３月

ストック・オプション
平成17年３月

ストック・オプション

 付与日 平成17年２月25日 平成17年９月16日  平成18年２月３日

権利行使価格　　　　　　（円） 534,063 375,123 400,492

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

（注）「公正な評価単価（付与日）」については、会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載

しておりません。
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当連結会計年度（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

  ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成16年３月

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数
取締役４名、監査役２名、

従業員96 名
取締役２名　従業員２名　　　

取締役２名

従業員５名

ストック・オプション数

 （注）１

普通株式　　　2,928株

 （注）２

普通株式　　　372株

 （注）２
普通株式　　　212株

付与日 平成16年４月19日 平成16年７月21日 平成16年10月19日

権利確定条件  （注）３  （注）３  （注）３

対象勤務期間  定めはありません。  同　左  同　左

権利行使期間
平成18年４月19日から

平成23年４月18日まで

平成18年７月21日から

平成23年７月20日まで

 平成18年10月19日から

平成23年10月18日まで

 
平成16年３月

ストック・オプション　
 平成17年３月

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
取締役２名

従業員６名
従業員31名 従業員19名

ストック・オプション数

 （注）１
普通株式　　　222株 普通株式　　　356株 普通株式　342株

付与日 平成17年１月27日 平成17年２月25日 平成17年９月16日

権利確定条件  （注）３  （注）３  （注）３

対象勤務期間  定めはありません。  同　左  同　左

権利行使期間
平成19年1月27日から

平成24年1月26日まで

平成19年２月25日から

平成24年２月24日まで

 平成19年９月16日から

平成24年９月15日まで

 
 平成17年３月

ストック・オプション
　
　

　
　

付与対象者の区分及び数

当社　：取締役１名

        従業員66名

子会社：取締役２名　

監査役１名　

従業員66名

　

　

　

　

ストック・オプション数

 （注）１
普通株式　857株 　 　

付与日 平成18年２月３日 　 　

権利確定条件  （注）４ 　 　

対象勤務期間  定めはありません。 　 　

権利行使期間
平成20年２月３日から

平成25年２月２日まで
　 　

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．平成16年８月20日付けで１株を２株に株式分割を行っております。このため株式分割前の付与分は、株式分割

後の株式数に換算しております。

３．被付与者は、新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、当

社と被付与者との間で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した場合に限り、当社の

取締役、監査役又は従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利の全部又は一部を行使することができ

るものとします。

４．被付与者は、新株予約権行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

します。ただし、当社と被付与者との間で締結するストック・オプション契約に定める一定の要件を充足した

場合に限り、当社又は当社子会社の取締役、監査役または従業員たる地位を失った場合も引き続き、その権利の

全部又は一部を行使することができるものとします。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数について

は、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成16年３月

ストック・オプション 

 付与日 平成16年４月19日 平成16年７月21日 平成16年10月19日

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 512 2 22

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 24 － 2

未行使残 488 2 20

 
平成16年３月

ストック・オプション
 平成17年３月

ストック・オプション　

 付与日  平成17年１月27日 平成17年２月25日 平成17年９月16日

権利確定前　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 － － －

権利確定後　　　　　　（株）    

前連結会計年度末 20 74 14

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － 4 －

未行使残 20 70 14
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平成17年３月

ストック・オプション
　
　

　
　

 付与日  平成18年２月３日 　 　

権利確定前　　　　　　（株）  　 　

前連結会計年度末 －         

付与 －         

失効 －         

権利確定 －         

未確定残 －         

権利確定後　　　　　　（株）  　 　

前連結会計年度末 239         

権利確定 －         

権利行使 －         

失効 18         

未行使残 221         
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②　単価情報

 
平成16年３月

ストック・オプション

 付与日 平成16年４月19日 平成16年７月21日 平成16年10月19日

権利行使価格　　　　　　（円） 293,500 586,000 505,995

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

 
平成16年３月

ストック・オプション
平成16年３月

ストック・オプション
 平成17年３月

ストック・オプション　

 付与日  平成17年１月27日 平成17年２月25日 平成17年９月16日

権利行使価格　　　　　　（円） 520,000 534,063 375,123

行使時平均株価　　　　　（円） － － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －

 
平成17年３月

ストック・オプション
　
　

　
　

 付与日  平成18年２月３日 　 　

権利行使価格　　　　　　（円） 400,492         

行使時平均株価　　　　　（円） －         

公正な評価単価（付与日）（円） －         

（注）「公正な評価単価（付与日）」については、会社法の施行前に付与されたストック・オプションであるため、記載

しておりません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成21年12月31日現在）

当連結会計年度
（平成22年12月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

流動資産   

（繰延税金資産）   

前受金 1,458,729千円

賞与引当金 50,548 

未払費用 68,979 

未払事業税 33,923 

その他 1,546 

小計　 1,613,725　

評価性引当金 △16,203　

繰延税金資産合計 1,597,522 

（繰延税金負債）   

見積原価 194,984 

繰延税金負債合計 194,984 

繰延税金資産の純額 1,402,538 

固定資産   

（繰延税金資産）   

一括償却資産 6,227千円

のれん減損損失 2,017,929 

投資有価証券評価損 10,541 

繰越欠損金 23,779 

小計 2,058,476 

評価性引当金 △2,052,065 

繰延税金資産合計 6,411 

　

流動資産   

（繰延税金資産）   

前受金 1,646,240千円

賞与引当金 44,781 

未払費用 52,680 

未払事業税 247 

繰越欠損金　 528,970　

その他 1,950 

小計　 2,274,868　

評価性引当金 △1,950　

繰延税金資産合計 2,272,918 

（繰延税金負債）   

見積原価 223,823 

未収事業税 24,222 

繰延税金負債合計 248,045 

繰延税金資産の純額 2,024,873 

固定資産   

（繰延税金資産）   

一括償却資産 4,336千円

訴訟損失引当金 6,510 

繰越欠損金 991,274 

小計 1,002,120 

評価性引当金 △468,815 

繰延税金資産合計 533,305 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）   

住民税均等割等 1.4 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0 

のれん償却 3.3 

評価性引当金 46.0 

その他　 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 94.6 

　

法定実効税率 40.7％

（調整）   

住民税均等割等 1.1 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

のれん償却 0.9 

評価性引当金 △154.3 

その他　 0.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △111.1 
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

 

 
セキュリティ・
サービス事業
（千円）

ITサービス・
マネジメント
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益                     

 売上高                     

(1）外部顧客に対する売上高 7,424,467489,4127,913,880 － 7,913,880

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
24,824 75,587 100,411(100,411) －

計 7,449,291564,9998,014,291(100,411)7,913,880

 営業費用 5,554,329670,7336,225,063151,7596,073,304

 営業利益（△営業損失） 1,894,962△105,7331,789,22851,348 1,840,576

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
                    

 資産 12,754,3671,255,85214,010,219 － 14,010,219

 減価償却費 372,382 79,574 451,957 － 451,957

 減損損失 － 962,991 962,991 － 962,991

 資本的支出 163,962 2,630 166,593 － 166,593

　（注）１．事業区分の方法

 サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主な事業内容（サービス）

　 事業区分 主な事業内容（サービス）

　 セキュリティ・サービス事業

　主にＳＳＬサーバ証明書サービス、クライアント認証サービス、

その他サービスから構成されています。ＳＳＬサーバサービスは、

インターネット上で活動する顧客企業の実在性証明と、サーバと

ブラウザ間の暗号化通信を実現するためのサーバＩＤの発行サー

ビスを提供しております。クライアント認証サービスは、電子証明

書の発行及び管理業務を当社が代行するマネージドＰＫＩサービ

ス（電子認証局業務のアウトソーシングサービス）等を提供して

おります。その他サービスは、主にドメインネームの登録サービス

を提供しております。また連結子会社の日本ジオトラスト株式会

社を通じて、中小企業・個人事業主を主な対象とし、簡易な認証に

よる低価格のサーバ証明書発行サービスを提供しています。

　 ITサービス・マネジメント事業

　当社の連結子会社であるサイトロック株式会社が提供していま

す。24時間365日のリモートオペレーションセンターをベースに

ネットワークやシステムの運用監視、障害対応、運用代行等のアウ

トソーシングサービスを提供しています。

３．営業費用のうち、ITサービス・マネジメント事業にはのれん償却額（68,991千円）が含まれております。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。
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当連結会計年度（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

 

 
セキュリティ・
サービス事業
（千円）

ITサービス・
マネジメント
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社 
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益 　 　 　 　 　

 売上高 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 6,525,329424,1996,949,529 － 6,949,529

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
32,588 85,334 117,923(117,923) －

計 6,557,917509,5347,067,452(117,923)6,949,529

 営業費用 5,261,945526,3465,788,292165,9235,622,369

 営業利益（△営業損失） 1,295,972△16,8121,279,15948,0001,327,159

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
　 　 　 　 　

 資産 16,083,836 － 16,083,836 － 16,083,836

 減価償却費 329,192 38,219 367,412 － 367,412

 資本的支出 307,423 － 307,423 － 307,423

　（注）１．事業区分の方法

 サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業区分に属する主な事業内容（サービス）

　 事業区分 主な事業内容（サービス）

　 セキュリティ・サービス事業

　主にＳＳＬサーバ証明書サービス、クライアント認証サービス、

その他サービスから構成されています。ＳＳＬサーバサービスは、

インターネット上で活動する顧客企業の実在性証明と、サーバと

ブラウザ間の暗号化通信を実現するためのサーバＩＤの発行サー

ビスを提供しております。クライアント認証サービスは、電子証明

書の発行及び管理業務を当社が代行するマネージドＰＫＩサービ

ス（電子認証局業務のアウトソーシングサービス）等を提供して

おります。その他サービスは、主にドメインネームの登録サービス

を提供しております。また連結子会社の日本ジオトラスト株式会

社を通じて、中小企業・個人事業主を主な対象とし、簡易な認証に

よる低価格のサーバ証明書発行サービスを提供しています。

　 ITサービス・マネジメント事業

　当社の連結子会社でありましたサイトロック株式会社が提供し

ています。24時間365日のリモートオペレーションセンターをベー

スにネットワークやシステムの運用監視、障害対応、運用代行等の

アウトソーシングサービスを提供しています。

３．営業費用のうち、ITサービス・マネジメント事業にはのれん償却額（23,964千円）が含まれております。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。

５・会計方針の変更

　　（工事契約に関する会計基準）

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15号（平成19年12月27日））及び「工事契約に関する会計基準適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号（平成19年12月27日））を適用しております。

　　　なお、これによる影響額は軽微であります。　
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）

１．関連当事者との取引

　　連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

　　　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等　

種類

会社等
の名称
又は氏
名

所在地
資本金又は
出資金
(千米ドル)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任
（人）

事業上
の関係

親会社
ベリサ
イン・
インク

米国カリ
フォルニア
州マウンテ
ンビュー

308

電子認証技
術の開発及
び電子認証
サービス

直接

53.7％
2

技術導

入契約

の締結

ロイヤル

ティ等の支

払

984,486前払費用 297,815

ライセンス

料
240,000

長期前払

費用
721,785

保険料の支

払　
7,706未払金 214,740

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　２．ロイヤルティについては、サーバID及びマネージドPKIサービス等の売上高の一定割合によっております。

３．前払費用及び長期前払費用については、ライセンス料2,400,000千円の支出のうち当連結会計年度分240,000千円を費用化しておりま

す。

４．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

　

（追加情報）
　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用しております。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はございません。

２．親会社に関する注記

　　親会社情報

　　　ベリサイン・インク（米国ナスダック店頭市場に上場）　
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当連結会計年度（自　平成22年１月１日　至　平成22年12月31日）

１．関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引　

連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類

会社等
の名称
又は氏
名

所在地
資本金又は
出資金
(米ドル)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の
兼任
（人）

事業上
の関係

親会社

米国シ
マン
テック
・コー
ポレー
ション

米国カリ
フォルニア
州マウンテ
ンビュー

8百万

セキュリ
ティ、スト
レージ、シ
ステム管理
ソリュー
ション提供

直接

53.74％
 －

技術導

入契約

の締結

ロイヤル

ティ等の支

払

340,520未払金 231,394

ライセンス

料
94,838前払費用 293,060

　 　
長期前払

費用
428,724

親会社

（注5）

　

米国ベ
リサイ
ン・イ
ンク

米国カリ
フォルニア
州マウンテ
ンビュー

308千

電子認証技
術の開発及
び電子認証
サービス

直接

53.74％
3

技術導

入契約

の締結

ロイヤル

ティ等の支

払　

542,270　 未払金　 12,606　

保険料の支

払
3,963　 　

ライセンス

料
145,161

前払費用

　
293,851　

　 　
長期前払

費用　
544,052　

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方法等

　　　２．ロイヤルティについては、サーバID及びマネージドPKIサービス等の売上高の一定割合によっております。

３．前払費用及び長期前払費用については、ライセンス料2,400,000千円の支出のうち当連結会計年度分240,000千円を費用化しておりま

す。

４．上記の取引金額には、消費税等は含まれておりません。

５．平成22年８月９日に米国ベリサイン・インクと米国シマンテック・コーポレーションとの間で行われました事業譲渡に伴い、当社の親

会社が米国ベリサイン・インクから米国シマンテック・コーポレーションへと変更されたことにより、米国ベリサイン・インクは関連

当事者に該当しなくなったため、関連当事者であった期間の取引金額及び、関連当事者に該当しなくなった時点での残高を記載しており

ます。

　

２．親会社に関する注記

親会社情報

米国シマンテック・コーポレーション（米国ナスダック店頭市場に上場）　
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 21,790円57銭 

１株当たり当期純利益金額 100円70銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
100円70銭

１株当たり純資産額 26,274円79銭

１株当たり当期純利益金額 4,853円62銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
4,853円62銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 
前連結会計年度

(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 45,764 2,189,415

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 45,764 2,189,415

期中平均株式数（株） 454,433 451,089

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 7 －

（うち新株引受権及び新株予約権） (7) 　(－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

平成14年３月20日定時株主総会決議
による旧商法の規定に基づく新株引
受権　　　　　　　　　　　　　　普通株式
     324株

　

なお、権利行使期間終了に伴う権利失
効により、当連結会計年度末残高はあ
りません。
　

　

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年４月16日開催取締
役会決議による新株予約権

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年４月16日開催取締
役会決議による新株予約権 

普通株式　   512株
　

普通株式　     488株
　

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年７月21日開催取締
役会決議による新株予約権

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年７月21日開催取締
役会決議による新株予約権

普通株式　  　 2株
　

普通株式　  　　 2株
　

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年10月19日開催取締
役会決議による新株予約権

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年10月19日開催取締
役会決議による新株予約権

普通株式　　　22株
　

普通株式　　　　20株
　

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年１月27日開催取締
役会決議による新株予約権

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年１月27日開催取締
役会決議による新株予約権 

普通株式　  　20株
　

普通株式　  　　20株
　

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年２月25日開催取締
役会決議による新株予約権

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年２月25日開催取締
役会決議による新株予約権

普通株式　  　74株
　

普通株式　  　　70株
　

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成17年９月16日開催取締役会
決議による新株予約権

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成17年９月16日開催取締役会
決議による新株予約権

普通株式    　14株
　

普通株式    　　14株
　

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成18年１月26日開催取締役会
決議による新株予約権

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成18年１月26日開催取締役会
決議による新株予約権

普通株式     239株
　

普通株式   　　221株
　

合計　　　 
普通株式     1,207株
　

合計　　　 
普通株式   　  835株
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

―――――――― （自己株式の取得）　

　当社は、平成23年２月10日開催の取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議致し

ました。

　

１．自己株式の取得を行う理由　

　株式市場の変化に対応し、経営環境の変化、株式市場の状

況等を分析し、株主にとって1 株当たりの価値を高め、機動

的な資本政策を遂行するために自己株式の取得を行うもの

であります。

　

２．自己株式の取得に係る事項の内容

　取得対象株式の種類　：　当社普通株式 

　

　取得する株式の総数　：　4,500株（上限）

　（発行済み株式総数（自己株式を除く）に対する割合　　　

　

　　0.998％）　

　

　株式の取得価額の総額　：　200百万円（上限）

　

　自己株式取得期間　：　平成23年２月14日から

　　　　　　　　　　　　平成23年３月18日まで　

　

　取得の方法　：　信託方式による市場買付け

　

３．提出日現在の取得状況

　第４「提出会社の状況２自己株式の取得等の状況」に記

載のとおりであります。　　
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

　該当事項はありません。

（２）【その他】

１．連結会計年度終了後の状況

　　　特記事項はありません。

　　２．当連結会計年度における各四半期連結会計期間に係る売上高等

　

第１四半期

（自平成22年１月１日　

至平成22年３月31日）

第２四半期

（自平成22年４月１日　

至平成22年６月30日）

第３四半期

（自平成22年７月１日　

至平成22年９月30日）

第４四半期

（自平成22年10月１日　

至平成22年12月31日）

売上高 （千円） 1,787,1931,705,6061,690,277 1,766,452

税金等調整前四半期純利

益金額
（千円） 356,995 298,193 322,786 58,930

四半期純利益金額 （千円） 198,781 171,967 194,758 1,623,908

１株当たり四半期純利益

金額
（円） 440.66 381.22 431.75 3,599.97

　　３．重要な訴訟事件等

　当社は、平成21年９月25日に従業員を普通解雇いたしました。当該元従業員より解雇無効等の訴訟が提起さ

れておりましたが、平成22年12月27日に、東京地方裁判所から解雇無効ならびに判決確定日までの賃金等及び

商事法定金利の支払いを命ずる第一審判決が下されました。

　当社としては判決内容を不服として、東京高等裁判所に控訴しており、現在係争中であります。　　
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,574,288 9,741,563

有価証券 1,000,235 1,000,834

売掛金 124,449 155,026

貯蔵品 61,957 47,047

前払費用 ※1
 387,091

※1
 384,544

繰延税金資産 1,393,971 2,006,833

未収入金 ※1
 57,519

※1
 407,396

その他 345 3,045

貸倒引当金 △3,800 △4,791

流動資産合計 10,596,056 13,741,500

固定資産

有形固定資産

建物 536,459 537,081

減価償却累計額 △258,810 △296,494

建物（純額） 277,649 240,586

工具、器具及び備品 1,352,150 1,406,522

減価償却累計額 △952,950 △1,071,507

工具、器具及び備品（純額） 399,200 335,015

有形固定資産合計 676,849 575,602

無形固定資産

ソフトウエア 350,210 393,380

電話加入権 1,686 1,686

無形固定資産合計 351,896 395,066

投資その他の資産

投資有価証券 23,100 －

関係会社株式 1,338,000 130,000

長期前払費用 ※1
 725,694

※1
 432,484

差入保証金 290,121 264,480

繰延税金資産 6,411 533,305

その他 1,000 1,000

投資その他の資産合計 2,384,326 1,361,270

固定資産合計 3,413,073 2,331,939

資産合計 14,009,130 16,073,440
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年12月31日)

当事業年度
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※1
 70,737

※1
 50,997

未払金 ※1
 286,714

※1
 319,201

未払費用 125,506 116,718

未払法人税等 387,106 13,604

前受金 ※1
 3,057,004 3,529,807

預り金 6,649 7,070

賞与引当金 124,216 110,054

その他 36,359 37,372

流動負債合計 4,094,295 4,184,826

固定負債

訴訟損失引当金 － 16,000

固定負債合計 － 16,000

負債合計 4,094,295 4,200,826

純資産の部

株主資本

資本金 4,035,856 4,035,856

資本剰余金

資本準備金 4,943,453 4,943,453

資本剰余金合計 4,943,453 4,943,453

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,063,524 3,021,036

利益剰余金合計 1,063,524 3,021,036

自己株式 △127,732 △127,732

株主資本合計 9,915,101 11,872,613

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △266 －

評価・換算差額等合計 △266 －

純資産合計 9,914,835 11,872,613

負債純資産合計 14,009,130 16,073,440
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当事業年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 ※2
 7,402,550

※2
 6,489,589

売上原価 ※2
 2,379,789

※2
 2,063,388

売上総利益 5,022,760 4,426,201

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 3,116,646

※1, ※2
 3,153,234

営業利益 1,906,114 1,272,966

営業外収益

受取利息 23,018 8,834

為替差益 488 2,785

雑収入 ※3
 52,066

※3
 57,516

営業外収益合計 75,573 69,137

営業外費用

雑損失 49 660

営業外費用合計 49 660

経常利益 1,981,638 1,341,442

特別利益

投資有価証券売却益 1,082 －

前期損益修正益 ※4
 3,103 －

特別利益合計 4,185 －

特別損失

訴訟損失引当金繰入額 － 16,000

固定資産除却損 ※5
 1,675

※5
 41,832

関係会社株式評価損 ※8
 1,089,500 －

関係会社株式売却損 － ※9
 308,000

前期損益修正損 ※6
 710 －

固定資産譲渡損 ※7
 56,225 －

特別損失合計 1,148,111 365,832

税引前当期純利益 837,712 975,610

法人税、住民税及び事業税 732,259 8,810

法人税等調整額 64,952 △1,157,614

法人税等合計 797,211 △1,148,804

当期純利益 40,501 2,124,414
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【売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費  80,6243.4 88,3124.3

Ⅱ　労務費  476,10020.0 436,93221.2

Ⅲ　経費 ※１ 838,57735.2 655,35231.8

Ⅳ　ロイヤルティ  984,48641.4 882,79142.7

合計  2,379,789100.0 2,063,388100.0

　

前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

※１．経費の主要な費目及び金額は、次のとおりでありま

す。

※１．経費の主要な費目及び金額は、次のとおりでありま

す。

外注費 202,662千円

賃借料 123,691 

減価償却費 190,975 

外注費 124,559千円

賃借料 99,656 

減価償却費 139,333 
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当事業年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 4,035,376 4,035,856

当期変動額

新株の発行 480 －

当期変動額合計 480 －

当期末残高 4,035,856 4,035,856

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,942,973 4,943,453

当期変動額

新株の発行 480 －

当期変動額合計 480 －

当期末残高 4,943,453 4,943,453

資本剰余金合計

前期末残高 4,942,973 4,943,453

当期変動額

新株の発行 480 －

当期変動額合計 480 －

当期末残高 4,943,453 4,943,453

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 1,191,283 1,063,524

当期変動額

剰余金の配当 △168,260 △166,902

当期純利益 40,501 2,124,414

当期変動額合計 △127,759 1,957,511

当期末残高 1,063,524 3,021,036

利益剰余金合計

前期末残高 1,191,283 1,063,524

当期変動額

剰余金の配当 △168,260 △166,902

当期純利益 40,501 2,124,414

当期変動額合計 △127,759 1,957,511

当期末残高 1,063,524 3,021,036

自己株式

前期末残高 － △127,732

当期変動額

自己株式の取得 △127,732 －
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年12月31日)

当事業年度
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年12月31日)

当期変動額合計 △127,732 －

当期末残高 △127,732 △127,732

株主資本合計

前期末残高 10,169,633 9,915,101

当期変動額

新株の発行 960 －

剰余金の配当 △168,260 △166,902

当期純利益 40,501 2,124,414

自己株式の取得 △127,732 －

当期変動額合計 △254,531 1,957,511

当期末残高 9,915,101 11,872,613

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △266

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△266 266

当期変動額合計 △266 266

当期末残高 △266 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 － △266

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△266 266

当期変動額合計 △266 266

当期末残高 △266 －

純資産合計

前期末残高 10,169,633 9,914,835

当期変動額

新株の発行 960 －

剰余金の配当 △168,260 △166,902

当期純利益 40,501 2,124,414

自己株式の取得 △127,732 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △266 266

当期変動額合計 △254,798 1,957,778

当期末残高 9,914,835 11,872,613
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【継続企業の前提に関する事項】

　　該当事項はありません。
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）子会社株式

同　左

  (2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として移動平均法に

より算定）を採用しております。

 (2）その他有価証券

時価のあるもの

同　左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

時価のないもの

同　左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表　

価額については収益性の低下に基づく薄

価切下げの方法）により算定しておりま

す。

　

（会計方針の変更）

　当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。

　なお、この変更による影響は軽微であり

ます。

貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表　

価額については収益性の低下に基づく薄

価切下げの方法）により算定しておりま

す。

　

　

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産は、旧定額法によっております。

　平成19年４月１日以後に取得した有形

固定資産については定額法によっており

ます。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建　　　　　　物 ５～18年

工具、器具及び備品 ２～20年

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

同　左
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項目
前事業年度

（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

 (2）無形固定資産（リース資産を除く）

　ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込利用可能期間（５年）

による定額法を採用しております。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同　左

　 (3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引については、引続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用

しております。

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リー

スのうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のリース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一

般債権につきましては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につきま

しては、個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同　左

 (2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充てるため、賞与

支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。

(2）賞与引当金

同　左

 ──────

　

(3) 訴訟損失引当金

　現在係争中の訴訟案件について、将来

発生する可能性のある損失に備えるた

め、その経過等の状況に基づく損失見込

額を計上しております。

５．収益の計上基準 　電子認証業務については、その契約期間

に基づき、経過期間に対応する収益を計

上しております。

同　左

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同　左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用してお

ります。

　これによる影響額は軽微であります。　

──────

　

──────

　

　当事業年度から「工事契約に関する会計基準」（企業

会計基準第15号（平成19年12月27日））及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第18号（平成19年12月27日））を適用しております。

　なお、これによる影響額は軽微であります。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成21年12月31日現在）

当事業年度
（平成22年12月31日現在）

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

前払費用 312,389千円

未収入金 12,897千円

長期前払費用 721,785千円

買掛金 6,559千円

未払金 221,180千円

前受金　 502千円　

※１．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。

前払費用 313,340千円

未収入金 797千円

長期前払費用 428,724千円

買掛金 12,341千円

未払金 231,394千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は48％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は52％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は48％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は52％でありま

す。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 68,950千円

給与手当 1,143,784 

賞与引当金繰入額 158,863 

支払報酬 189,692 

賃借料 245,772 

広告宣伝費 208,508 

減価償却費 167,861 

ライセンス料 240,000 

貸倒引当金繰入額　 3,305 

役員報酬 85,250千円

給与手当 1,176,958 

賞与引当金繰入額 159,488 

支払報酬 192,841 

賃借料 239,632 

広告宣伝費 189,253 

減価償却費 175,178 

ライセンス料 240,000 

貸倒引当金繰入額　 2,572 

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 535 千円

売上原価 1,083,307 

販売費及び一般管理費 248,760 

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 447 千円

売上原価 995,468 

販売費及び一般管理費 248,759 

※３．雑収入

建物転貸借契約に基づく賃料収入等の増加によるも

のであります。

※３．雑収入

建物転貸借契約に基づく賃料収入等の増加によるも

のであります。

※４．前期損益修正益

過年度の売掛金入金に係る修正額 170千円

過年度の貸倒引当債権回収に係る

修正額

2,933 

計 3,103 

　　　　　　　　　　　──────

　

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 7千円

工具、器具及び備品 1,515 

ソフトウエア 152 

計 1,675 

建物 1,155千円

工具、器具及び備品 1,176 

ソフトウエア 39,500 

計 41,832 
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前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

※６．前期損益修正損

　　　過年度の前受金計上額の修正によるものであります。

　　　　　　　　　　　──────

　

※７．固定資産譲渡損の内容は次のとおりであります。 　　　　　　　　　　　──────

　

工具、器具及び備品 56,225千円 　

※８．関係会社株式評価損

　　　　子会社サイトロック株式会社について、平成20年秋の

金融危機に端を発する景気後退の影響及び価格競争が

想定以上に進展したことから、従来の事業計画に沿っ

て事業拡大を図ることが難しいと判断し、関係会社株

式評価損を特別損失に計上しております。

　　なお算定については、第三者機関による継続支配を前提

とした企業価値評価を参考に、割引キャッシュ・フ

ロー（ＤＣＦ）方式を用いております。

　　　　　　　　　　　──────

　

　　　　　　　　　　　　　──────

　　　　

※９. 　当事業年度において、子会社でありましたサイト

ロック株式会社の所有株式全てを売却したため、関

係会社株式売却損を計上しております。　

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 

前事業年
度末株式
数
（株）

当事業年
度増加株
式数
（株）

当事業年
度減少株
式数
（株）

当事業年
度末株式
数（株）

普通株式

　（注）
－ 3,701 － 3,701

 　　　　合計 － 3,701 － 3,701

（注）　当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本

政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第３

項及び同法第156条の定めにより、平成21年11月11

日の当社取締役会決議に基づき、平成21年11月12

日から平成21年12月21日までの間、市場取引によ

り、3,701株(発行済株式総数に対する割合は0.81

％)の自己株式を総額127,732千円で取得いたしま

した。

　

 

前事業年
度末株式
数
（株）

当事業年
度増加株
式数
（株）

当事業年
度減少株
式数
（株）

当事業年
度末株式
数（株）

普通株式

　
3,701 － － 3,701

 合計 3,701 － － 3,701

　

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

ファイナンス・リース取引（借主側） ファイナンス・リース取引（借主側）

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。 　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（有価証券関係）

前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

子会社株式で時価のあるものはありません。 子会社株式（貸借対照表計上額130,000千円）は、市場価

格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められ

ることから、記載しておりません。 

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成21年12月31日現在）

当事業年度
（平成22年12月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

流動資産   

（繰延税金資産）   

前受金 1,437,785千円

賞与引当金 50,548 

未払費用 66,612 

未払事業税 32,840 

その他 1,546 

小計 1,589,331　

評価性引当金 △376　

繰延税金資産合計 1,588,955 

（繰延税金負債） 　  

見積原価 194,984 

繰延税金負債合計 194,984 

繰延税金資産の純額 1,393,971 

固定資産   

（繰延税金資産）   

一括償却資産 6,227千円

株式評価損 2,017,929 

投資有価証券評価損 10,541 

小計 2,034,697 

評価性引当金 △2,028,286 

繰延税金資産合計 6,411 

　

流動資産   

（繰延税金資産）   

前受金 1,628,447千円

賞与引当金 44,781 

未払費用 52,680 

繰越欠損金 528,970 

その他 1,950 

小計 2,256,828　

評価性引当金 △1,950　

繰延税金資産合計 2,254,878 

（繰延税金負債） 　  

見積原価 223,823 

未収事業税 24,222 

繰延税金負債合計 248,045 

繰延税金資産の純額 2,006,833 

固定資産   

（繰延税金資産）   

一括償却資産 4,336千円

訴訟損失引当金 6,510 

繰越欠損金 991,274 

小計 1,002,120 

評価性引当金 △468,815 

繰延税金資産合計 533,305 

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整） 　  

住民税均等割等 1.1 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0 

評価性引当金 50.4 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 95.2 

　

法定実効税率 40.7％

（調整） 　  

住民税均等割等 0.9 

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3 

評価性引当金 △159.8 

その他 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △117.8 
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 21,979円77銭 

１株当たり当期純利益金額 89円12銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
89円12銭

１株当たり純資産額 26,319円89銭

１株当たり当期純利益金額 4,709円52銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
4,709円52銭

　（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり
ます。　

 
前事業年度

(自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日)

当事業年度
(自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 40,501 2,124,414

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 40,501 2,124,414

期中平均株式数（株） 454,433 451,089

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 7 －

（うち新株引受権及び新株予約権） 　  (7) 　  (－)　

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要

平成14年３月20日定時株主総会決議
による旧商法の規定に基づく新株引
受権
普通株式　　 324株

　

なお、権利行使期間終了に伴う権利失
効により、当事業年度末残高はありま
せん。

　

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年４月16日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式　   512株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年４月16日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式　   488株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年７月21日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式　     2株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年７月21日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式　     2株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年10月19日開催取締
役会決議による新株予約権 
普通株式　  　22株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成16年10月19日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式　  　20株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年１月27日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式　  　20株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年１月27日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式　  　20株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年２月25日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式    　74株

平成16年３月26日開催定時株主総会
決議及び平成17年２月25日開催取締
役会決議による新株予約権
普通株式    　70株

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成17年９月16日開催取締役会
決議による新株予約権
普通株式    　14株

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成17年９月16日開催取締役会
決議による新株予約権
普通株式    　14株

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成18年１月26日開催取締役会
決議による新株予約権
普通株式  　 239株

平成17年３月25日定時株主総会決議
及び平成18年１月26日開催取締役会
決議による新株予約権
普通株式  　 221株

合計
普通株式   1,207株

合計
普通株式     835株　

　

（重要な後発事象）

EDINET提出書類

日本ベリサイン株式会社(E05358)

有価証券報告書

 93/104



前事業年度
（自　平成21年１月１日
至　平成21年12月31日）

当事業年度
（自　平成22年１月１日
至　平成22年12月31日）

―――――――― （自己株式の取得）　

　当社は、平成23年２月10日開催の取締役会において、会社

法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法

156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議致し

ました。

　

１．自己株式の取得を行う理由　

　株式市場の変化に対応し、経営環境の変化、株式市場の状

況等を分析し、株主にとって1 株当たりの価値を高め、機動

的な資本政策を遂行するために自己株式の取得を行うもの

であります。

　

２．自己株式の取得に係る事項の内容

　取得対象株式の種類　：　当社普通株式 

　

　取得する株式の総数　：　4,500株（上限）

　（発行済み株式総数（自己株式を除く）に対する割合　　　

　

　　0.998％）　

　

　株式の取得価額の総額　：　200百万円（上限）

　

　自己株式取得期間　：　平成23年２月14日から

　　　　　　　　　　　　平成23年３月18日まで　

　

　取得の方法　：　信託方式による市場買付け

　

３．提出日現在の取得状況

　第４「提出会社の状況２自己株式の取得等の状況」に記

載のとおりであります。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【その他】

有価証券
その他有
価証券

種類及び銘柄 投資口数等（千口）
貸借対照表計上額
（千円）

ＭＭＦ 1,000,834 1,000,834

計 1,000,834 1,000,834　

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 536,4592,730 2,109537,081296,49438,637240,586

工具、器具及び備品 1,352,15071,61817,2461,406,5221,071,507134,627335,015

有形固定資産計 1,888,61074,34919,3551,943,6041,368,001173,264575,602

無形固定資産        

ソフトウエア 1,289,417223,917211,4541,301,881908,500141,246393,380

電話加入権 1,686     -     - 1,686     -     - 1,686

無形固定資産計 1,291,103223,917211,4541,303,567908,500141,246395,066

長期前払費用 725,694       - 293,209432,484    -     - 432,484

（注）１．当期の増減の主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 工具器具及び備品の主な増加理由は、General共通基盤 Pilot機構成ハードウエア18百

万円、FDS Hosted Plan用ハードウエア10百万円、ERPパッケージ導入に伴うハードウエ

ア13百万円等によるものです。

　

ソフトウエア 自社利用ソフトウェア開発144百万円及び業務利用ソフトウエアの開発78百万円の増

加、自社利用ソフトウエアの除却211百万円による減少とであります。

　

　　

２．長期前払費用の当期減少は、主にライセンス料のうち一年以内に費用化される分を短期前払費用へ振り替えた

ことによるものであります。

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 3,800 2,505 1,514             - 4,791

賞与引当金 124,216 210,925 225,088             - 110,054

訴訟損失引当金     - 16,000     -     - 16,000
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ. 現金及び預金

区分 金額（千円）

　現金 285

預金の種類 　

当座預金 4,519

普通預金 3,317,113

定期預金 6,400,000

外貨預金 8,944

別段預金　 10,701

小計 9,741,278

合計 9,741,563

ロ. 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

野村ホールディングス株式会社 47,959

日本アイ・ビー・エム株式会社 10,440

株式会社日立製作所 6,865

SBIベリトランス株式会社 5,775

株式会社りそな銀行 5,292

その他 78,693

合計 155,026

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) + (B)

×100

(A) + (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

124,449 7,430,0677,399,491 155,026 97.9 6.9

　（注）　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ハ. 貯蔵品

区分 金額（千円）

SafeNet製品 45,111

その他 1,935

合計 47,047
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ニ. 繰延税金資産（流動資産）

　繰延税金資産の内訳は、財務諸表における注記事項として記載しております。

ホ. 関係会社株式

銘柄 金額（千円）

日本ジオトラスト株式会社 130,000

合計 130,000

ヘ. 長期前払費用

区分 金額（千円）

ライセンス料 428,724

その他 3,759

合計 432,484

②　負債の部

イ. 買掛金

相手先 金額（千円）

Melbourne IT Ltd 18,617

日本ジオトラスト株式会社 12,341

凸版印刷株式会社 9,513

サイトロック株式会社 7,645

サイボウズ株式会社 2,402

その他 477

合計 50,997

ロ. 前受金

相手先 金額（千円）

株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 159,153

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 153,457

ｅＣＵＲＥ株式会社 90,313

野村ホールディングス株式会社 85,967

株式会社日立情報システムズ 85,533

その他 2,955,382

合計 3,529,807

（３）【その他】

１．当事業年度終了後の状況

　　　特記事項はありません。

２．重要な訴訟事件等

　当社は、平成21年９月25日に従業員を普通解雇いたしました。当該元従業員より解雇無効等の訴訟が提起さ

れておりましたが、平成22年12月27日に、東京地方裁判所から解雇無効ならびに判決確定日までの賃金等及び

商事法定金利の支払いを命ずる第一審判決が下されました。

　当社としては判決内容を不服として、東京高等裁判所に控訴しており、現在係争中であります。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 －

単元未満株式の買取り

取扱場所

株主名簿管理人

取次所

買取手数料　

該当事項はありません。　

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ

る公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。電子公告は当社

ホームページに掲載しており、そのＵＲＬは次のとおりであります。

http://www.verisign.co.jp/corporate/notification.html

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

  当社の親会社米国シマンテック・コーポレーションは、米国ナスダック店頭市場に上場する、外国上場会社でありま

す。 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第14期）（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）平成22年３月25日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類及び確認書

平成22年３月25日関東財務局長に提出

(3）四半期報告書及び確認書

(第15期第１四半期)　（自　平成22年１月１日　至　平成22年３月31日）平成22年５月14日関東財務局長に提出
(第15期第２四半期)　（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）平成22年８月13日関東財務局長に提出
(第15期第３四半期)　（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）平成22年11月12日関東財務局長に提出

(4）有価証券報告書の訂正報告書及びその確認書
　  平成22年５月28日関東財務局に提出
事業年度（第14期）（自　平成21年１月１日　至　平成21年12月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書であ
ります。

(5) 臨時報告書
平成22年８月13日関東財務局長に提出
金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の
各規定に基づく臨時報告書であります。

(6) 自己株券買付状況報告書
報告期間　（自平成23年２月１日　至平成23年２月28日）平成23年３月15日関東財務局長に提出　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成22年３月25日

日本ベリサイン株式会社   

 取締役会　御中   

 あずさ監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 金子　能周　　　印

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 関口　男也　　　印

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
日本ベリサイン株式会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査
を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を
表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ベリ
サイン株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本ベリサイン株式会社の平成21
年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書
を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、日本ベリサイン株式会社が平成21年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が連
結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
　連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

  平成23年３月29日

日本ベリサイン株式会社   

 取締役会　御中   

 有限責任 あずさ監査法人 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 金子　能周　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 関口　男也　　　印

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
日本ベリサイン株式会社の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査
を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を
表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ベリ
サイン株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
追記情報
　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成23年2月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を取得した。
　
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、日本ベリサイン株式会社の平成22
年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書
を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、日本ベリサイン株式会社が平成22年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記
の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が連
結財務諸表に添付する形で別途保管しております。
　連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成22年３月25日

日本ベリサイン株式会社   

 取締役会　御中   

 あずさ監査法人  

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 金子　能周　　　印

 
指 定 社 員

業務執行社員
 公認会計士 関口　男也　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

日本ベリサイン株式会社の平成21年1月1日から平成21年12月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ベリサイ

ン株式会社の平成21年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が財

務諸表に添付する形で別途保管しております。

　財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

  平成23年３月29日

日本ベリサイン株式会社   

 取締役会　御中   

 有限責任 あずさ監査法人 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 金子　能周　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 関口　男也　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

日本ベリサイン株式会社の平成22年1月1日から平成22年12月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本ベリサイ

ン株式会社の平成22年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　
追記情報

　重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成23年２月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を取得した。
　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が財

務諸表に添付する形で別途保管しております。

　財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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